
［巻頭言］

国土利用の課題

藤原良一
東日本建設業保証株式会社取締役社長

財団法人日本住宅総合センター評議員

経済社会の構造変化は、国土利用にもさまざまな変化をもたらしている。

変化には、地価の下落や利用可能空間の拡大のように、国土利用上好まし

い変化も認められないわけではない。しかし、パブ勺レの崩壊、グローパル化

や少子高齢化の急速な進展は、東京圏への新しい型の人口集中の兆し、都市

中心市街地の空洞化、農地・森林の荒廃、無居住地域の拡大など、懸念すべ

き変化も多く認められる。そして、変化は広範に及び、深刻な様相を呈しつ

つある。

国土利用の有り様は、いうまでもなく、国民生活、産業活動と密接不可分

の関係にあり、また、地域住民の愛郷心、国民のアイデンティティーにも係

わる大切な課題である。それだけに国土利用を適正、合理的な方向に誘導す

るための新しい指針が必要だと思う。

指針を定めるにあたり基本的な課題は、国土利用の基本理念と東京圏の問

題であろう。

現行の理念である「国土の均衡ある発展」が、今日では誤解を招くに至っ

ていると聞く。新しい視点に立って、その適否を検討し、理念の再構築のた

め十分議論を尽すべきだ。

また、東京圏への新たな集中の兆しについては、今後の動向に注視しなけ

ればならないが、東京圏のさらなる高次都市機能の高度化にあたっては、

「活力とやすらぎjの一層の充実を求めて努力する地方を軽視する結果とな

らないよう十分な配慮、が望まれよう。

国内外の変化に対応し、国民が希望を持って暮らし活動をする上で、信頼

しうる指針が早期に定められることを願ってやまない。
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はじめに

都市部におけるマンション（不燃構造の共同

分譲住宅）の建設は急速に増えており、とくに

建替えに伴う紛争処理をはじめとする管理・運

営のあり方は、大きな都市住宅問題のひとつと

なっている。これに対応するため、区分所有権

法の改正や、マンションの建替えの円滑化等に

関する法律等が制定されたが、依然多くの問題

が残されている。それにもかかわらず、この問

題に関して経済学的な視点からの分析は、岩田

(1997）や山崎（2001)等を除けば、必ずしも

多くはない。

共同分譲住宅の問題は、経済学で考えた場合、

さまざまな論点がある。まず、個人の所有権に

基づく一戸建て住宅と異なり、各所有権者の共

同意思決定が必要な特殊な財である。また、建

替えにともなう意思決定等について、区分所有

者の 5分の 4以上の合意が必要という規定があ

るが、この著しく大きな多数決規定の合理性で

ある。さらにマンションの維持管理を行なう主

体として、現行では民法上の規定に基づく管理

組合が置かれているが、これを「組織の経済

学」の視点から、大口の出資者の意向をより大

きく反映する株式会社の形態が、最適なガヴァ

ナンスの主体として望ましいことを示したい。

分譲型の共同住宅は、 1950年代後半から日本

住宅公団等により建設が始まったが、その後、

民間企業も参入して供給が増えた結果、現在で

は70年代以前に建設されたものが11万戸、さら

2 季刊住宅土地経済 2004年秋季号

に70年代に67万戸が加わった。このため、現在

の基準では居住条件が悪く、また老朽化で建替

えを必要とされるマンションは、今後、急速に

増加するものと見られている。しかし、ひとつ

の住宅を多くの個人が共同で所有する区分所有

型の場合、建替えのコスト・ベネフィットにつ

いては、所有者による判断の違いが大きい。こ

れは阪神・淡路大震災の際に、大きな被害を受

けたマンションの建替えについて、軽微な被害

にとどまった部分の区分所有者の反対で、、建替

えが円滑に行なわれなかった例でも示される。

一般に共同住宅の所有形態には、単独の家主

が多くの借家人と契約する賃貸型住宅と、多く

の家主が自ら居住する分譲型住宅とに分かれる。

後者の分譲型住宅では、建物の維持・管理にあ

たって、所有権者の聞で共同の意思決定が必要

とされる。すなわち分譲型の共同住宅は、一戸

建て住宅が排他的な所有権を有する私的財であ

ることと比べて、共有部分を持ち、共同的な意

思決定を必要とする点で、一定の範囲内での

「公共性jを有する。この意味で、公共財と私

的財との性格が混在している「公私混合財」の

ひとつとして位置付けることができる 1）。

公共財と私的財の違いは、投資に関わる意思

決定のあり方に表われる。政府による公共財の

供給は、究極的には有権者の一人一票制に基づ

き決定されるが、これと類似の一戸一票の原則

が、私的財産であるマンションについても適用

されていることから、以下のようなさまざまな

問題点が生じている。



lマンションの建替え問題

区分所有権に基づく、いわゆる分譲マンショ

ンの建替えには 2つの手法がある。第 1は区分

所有権者の全員の合意による「任意建替え」で、

個々に建設業者との契約を行なう方式である。

第 2は、区分所有権者の 5分の 4の特別多数決

による「法定建替え」で、一部の反対者の意思

に反した建替えが可能となる方式である。もっ

とも、後者の実例はなく、事実上、全員の合意

がなければ建替えできないのが現実である。

任意建替えは主として等価交換方式に基づく

場合が多い。すなわち、建替え前と比べて、よ

り容積率の大きな共同住宅を建設することで、

その差額の部分を第三者に販売し、建替え費用

の一部または全部を賄うことができる。これは

とくに80年代後半期の地価が高騰した時期には

有効であり、従前の区分所有者は、少ない自己

負担で自宅を新築することができた。しかし、

その後の地価の大幅な下落と、容積率の余剰部

分を欠くマンションの場合には、区分所有者の

負担額は大きくなり、老朽化が進む場合でも、

建替えについて全員の合意形成は困難となる。

こうした状況に対応するために、都市の容積率

を緩和することで、建替えを促進させることや

都市の生産性を高めること（川崎2004、唐渡・

八田2003）等の提案があるが、それと同時に法

定建替えの要件をより実効性あるものとするこ

とも必要とされる。

1962年に制定された区分所有法は、その後

2002年に 3度目の改正がなされた。ここでは、

「区分所有者および議決権の 5分の 4以上の多

数で建替え決議を行なうことができる」とされ

ている。これは改正前には、上記の特別多数決

規定に加えて「老朽、損傷、一部の滅失その他

の事由により、建物の価格その他の事情に照ら

し、建物がその効用を維持し、または回復する

に過分の費用を要するに至った時Jという暖昧

な要件が課せられていたことに比べて、建替え

の基準を特別多数決の要件のみにとどめたこと
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は評価できる 2）。また、従来のマンションの建

替えに際して、同一敷地に同一用途のものでな

ければならないという制約も廃止され、それだ

け自由度が高まった。

さらに、この特別多数決で建替えが決議され

た場合に、それに反対する少数者との権利調整

について、その区分所有権および敷地利用権を

時価で売渡すことの請求権を認めている（63条

4項）。集合住宅の経済的な価値は、その立地

条件や入居者の構成等にも依存し、そうした条

件次第では、物理的な老朽化以前にも、社会的

な意味で価値が失われる場合も多し日）。その意

味で、区分所有者の合意のみで建替えが可能と

いう権利調整の手法は、区分所有者だけでなく、

土地の効率的な利用という社会的利益が大きい。

ここで残された問題点としては、 5分の 4と

いう著しく多数の合意を必要とすることと、そ

れが区分所有者と議決権（専用部分の床面積の

割合に基づくもの）の双方について必要とする

ことの 2点カまある。

第 1に、 5分の 4規定の根拠として、建替え

は、それに反対する少数者にも強制されること

から、慎重な手続きが必要とされている。しか

し、やはり共同決定を必要とする市街地再開発

事業には、 3分の 2以上の同意要件で済むこと

と比べて、さらに厳しい基準を用いていること

の根拠は不明である。例えば、所有権の絶対性

という性質に鑑み、単純な多数決のみで個人財

産の処分を強いることはできないという論理に

対しては、逆に少数者の権利保護が、建替えと

いう形での多数の個人の自由な財産権の処分と

いう権利を否定することも考慮、しなければなら
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ない。建替えに反対する少数者に賛成する多数

者の 5倍の権利を保証する「一票の格差」の根

拠としては、例えば借地借家法と同様な「弱者

保護」が想定されている可能性がある。しかし、

個人の財産のー形態にすぎない持ち家について、

正当な補償を前提としたうえでも、そうした

「居住保障」というような社会政策的な配慮、が

必要な根拠を明確にする必要性がある。

第2に、仮に特別多数決が必要とされた場合

でも、それを区分所有権者の頭数ベースを基準

とすることの問題である。これは、マンション

の共益費や維持補修費が面積ベースで負担され

ており、財産権の調整という経済取引であるに

もかかわらず、個人の出資額に比例した議決権

ベースでの投票権ではなく、一人一票という公

共財の供給に関わる意思決定と同じ基準が混在

していることを意味する。この結果、建替えに

関わる交渉が長引くなか、反対者が賛成者に区

分所有権を売却して退出すると、議決権数では

賛成者の比率が高まるにもかかわらず、全体の

所有権者数が減るために、確信的な反対者の比

率が逆に高まることになる。この意味では、所

有権者数ベースでの意思決定の方式は、現状維

持の方向へのバイアスを強める効果がある。

2証券化方式の評価

現状のマンションの維持・管理・建替え等の

契約に関わる取引コストの大きさを考慮すれば、

分譲方式に基づく区分所有のあり方自体を見直

すという視点が生まれる。これは区分所有方式

ではなく、ひとつの会社がマンションの全戸を

所有し、その居住者はすべて借家人とすれば、

維持・管理・建替えに関して、長期的に最適な

意思決定が保証されるという考え方である（岩

田1997、山崎2001）。両者の論理は以下のとお

りである。

まず、借家契約にかかわる取引費用について

は、定期借家権を活用すれば、建替えに必要な

立ち退き拒否の問題は小さしゾ）。また、分譲方

式を用いなければ、全戸数の建設費用を調達し、
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それを家賃で償還するまで、ディベロッパーが

長期に資金を固定することに大きな制約がある

ことが予想される。これに関しては、最近発達

してきた不動産投資信託（REIT）の活用があ

る。これは徹底した情報開示等の消費者保護を

要件とした新しい金融商品である。マンション

の不動産価額（将来の家賃収入）を証券化し、

それを市場で販売することで、あらかじめ投資

資金を得ることができる。また、これを建替え

の資金調達に備えて、既存の区分所有者に優先

的に販売することで、形式的には借家人である

が、実質的には住宅証券の保有を通じて、マン

ションの資産価値の保全に大きな関心を持つ

人々が入居する可能性が大きい。

このマンションの証券化と定期借家権の組み

合わせ方式のメリットとしては、以下の点が重

要である。第 1に、特別多数決で建替えが容認

された場合、反対者に対する売渡請求権が生じ

るが、その際、区分所有権と敷地利用権の売渡

価格の妥当性をめぐって紛争が生じる可能性が

ある。これを建替え後マンションの資産価値を

証券化したものを従前の持分比率で按分すれば、

いわば市場価値を客観的に示すものとなり、建

替え賛成者と反対者の間でごね得を許さない均

等な配分となる。第2に、震災等の際に、マン

ションの一部分だけが損傷を受けた場合、他の

区分所有者との合意が困難であった問題に関し

て、具体的な所有部分が明記されていない住宅

証券での保有であれば、そうした可能性は生じ

ないことも指摘されている。第3に、マンショ

ンの建替えを含め、収益性に見合った共同事業

のみが資金調達を得て実施されることになる

「市場のテスト」を受けられることである。

こうした多くのメリットを持つ証券化方式で

あるが、以下のような問題点がある。第 1に、

分譲方式が主体となっているマンションの現状

から、定期借家権方式に移行することの取引コ

ストの大きさである。また、借家と比べた持ち

家のメリットは、自らの財産を適切に管理する

ことのインセンティブと居住者としての自由度



であり、定期借家契約更新の不確実性や、退出

時の現状復帰義務等の家主等との取引費用も考

慮する必要がある。さらに、持ち家への優遇税

制が借家には適用されないという格差もある九

第 2に、マンションの適切な維持・管理には、

住民の合意形成が基本となるが、マンションの

単一の所有者と多くの借家人との関係だけでは、

画一的な規則に縛られたものとなりがちで、住

民自治の形成を妨げる可能性が大きい。例えば、

居住者聞の生活騒音や治安の問題、およびペッ

ト飼育の是非をめぐる利害対立等は、管理人に

訴えれば、管理人対借家人の紛争に転換される

が、借家人の多様なニーズを管理人が裁判官の

ように判断、処理する能力には限界がある九

第3に、マンションの住民自治が、その資産

価値を高める方向へのインセンティプを持つた

めには、より多くの出資分を保有する区分所有

者について、それに比例した運営・管理上の議

決権を保証することが望ましい。このためには、

マンションに管理者に対して、借家人としての

発言権しかない契約では十分とはいえない九

3組織の経済学の観点

マンションの管理問題に組織の経済学をあて

はめると、法人の存在意義は市場取引と比べて

組織内の取引コストが小さいことであるという

コースの理論がある。一般に、市場取引は契約

関係であり、組織内の関係は所有に基づく要素

が大きいため、これは所有関係と契約関係のコ

ストの比較でもある。ここで契約関係のコスト

は主として市場の失敗から派生し、所有関係の

コストはガヴァナンスに起因すると考えれば、

組織の所有構造の観点から多様な組織形態の存

在理由が説明される（日本銀行2003）。

例えば、公益性を重視した社会福祉法人や学

校法人等の非営利法人では、出資者が利益の追

求することを防ぐために、その財産を法人に寄

附することを法律で義務付ける方式を取ってい

る九これに対して、組織の効率性を重視する

法人では、市場で高く評価される法人ほど、多

くの資金を調達できるインセンティプを活用す

るために、出資者の財産権が保持されるだけで

なく、その出資額に応じた収益を配当の形で得

られる株式会社の形態が用いられている。日本

では、営利・非営利という組織の目的に注目し

た法制度が設けられているが、市場での十分な

競争条件が担保されていれば、営利法人であっ

ても、その商品やサービスを顧客に選択されな

ければ存続することはできない点で、非営利法

人のパフォーマンスと基本的に異なるものでは

ない（／＼代2003）。

株式会社は、有限責任制度の下で、資力のあ

る特定の出資者にとっての無制限の負担を防ぎ、

法人の活動から生じる損失のリスクを債権者に

転嫁する仕組みである。これによって、法人の

資金調達を効率的に行なえるだけでなく、株式

の所有者の資力に関わらず、その同質性を確保

できるため、構成員の利害調整を効率的に行な

う手段としても有効でトある。

一般に、株式会社の利点としては、資金調達

手段の多様化や株価で経営ノfフォーマンスの基

準が明確になる等があげられるが、それらと同

時に、組織内の意思決定の効率化という観点も

ある。非営利法人から営利法人への組織形態を

変更した有名な例として東京証券取引所があり、

2001年にそれ以前の会員形態の証券取引所から

株式会社に転換した。これの背景には、金融・

証券業について、過去のいわゆる護送船団方式

といわれるような詳細な規制が大幅に緩和され、

市場競争が強まるなかで、新しい経営手法を用

いる企業が増えるなど、証券取引所の会員の同

質性が大きく変化したことから、会員聞の利害

が対立したことがある。こうした環境変化の下

では、意思決定の仕組みを一人一票の民法法人

型から出資金額当たりの平等性を保証する株式

会社型に転換させることで、関係者の利害の同

質化することができる（日本銀行2003）。この

ように、多様な関係者のニーズに対応して、透

明性を確保しつつ迅速な意思決定が可能なこと

が株式会社の大きなメリットと考えられるが、

株式会社形態によるマンションの管理・運営 5 



これは共同住宅の管理にも適用可能である。

4株式会社形態の活用

共同所有の関係の下に置かれているマンショ

ンでは、その構成員に団体的な拘束が及ぶこと

は当然である。この場合、団体的規制を行なう

主体が独立の法人格を有することで、法人と外

部との法律関係を簡素化し、取引コストの削減

に寄与することができる九

マンションの維持管理について責任を持つ主

体としては、長らく任意団体としての管理組合

が置かれており、その理事長が個人として責任

を負う場合が多い。これが2002年の区分所有権

法の改正によって法人化が認められたものの、

平成15年現在でも、全体の10%の管理組合が法

人化したにすぎない。また、「所有権留保付き

マンション」のように、そもそも管理組合自体

が存在しない場合も多い。これは住宅供給公社

等が過去に住宅金融公庫等と提携して分譲した

もので、住宅融資額の返済が終了する時点まで

個人住宅・共有部分の所有権が公社に留保され

る仕組みであったため、区分所有者間での管理

規約すら存在しなかった。これは少なくとも全

国で3万5000戸あるが、この融資完済時期が平

成14～16年に集中しており、そうしたマンショ

ンでは、これまでまったく経験しなかった管理

組合を形成する必要性に迫られている。

マンションの管理体制が弱ければ、所有権者

聞の合意形成が円滑に進まず、適切な補修作業

等の資産価値の保全を妨げ、その老朽化を早め

る大きな要因となる。また、今回の区分所有権

法の改正では、マンションの建替えに際して同

一敷地・同一用途の制約がなくなったことから、

商業施設の併設等、建替えで、より大きな資産

価値の増加が得られる可能性が生じたが、これ

もより商法のルールに近い形での合意形成の必

要性をいっそう強めている。このため、多様な

居住者聞の利害を調整する仕組みとして、従来

型の民法型の法人だけでなく、商法に基づく株

式会社の選択肢が考えられる 1九
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ひとつのコミュニティである共同住宅の管

理・運営は、利益を追求する株式会社とは相容

れないという見方もある。しかし、区分所有者

は、居住年数の増加に伴う市場価値の減価幅を

最小限度にとどめるため、共有部分の維持・補

修費等の共通経費を、面積に比例して負担して

いるが、これは展望や日当たりの良さ等の要因

を除けば、ほぽ出資額に比例した減価償却分に

相当する。その意味で、区分所有者と出資額に

応じた配当や株式価値の増加を目的としている

一般の企業の株主行動との共通点は大きく、い

わば当該マンションの居住サービスのみを供給

する株式会社の株主に相当すると考えられる 11）。

さらに、株式会社組織との類似性で言えば、

株主総会に相当するものが住民集会であり、そ

の意思決定は株数（床面積に比例した議決権）

によってのみ定められる。また、マンション理

事会のメンバーは、株式総会で選出された取締

役に相当すると考えられる。

本来、千人規模で住む大規模なマンションは、

健全な住民自治なしには機能しない。地域の共

同体の結束に基づく暗黙のルールの機能が低下

し、個人のプライパシーが尊重される都市部の

共同住宅では、それにふさわしい新たな合意形

成の仕組みが必要とされる。それは、共同住宅

の資産価値の保全という経済的な利益であり、

そのためには住みよい居住環境を維持し、居住

者の満足度の高いコミュニティが必要とされる。

こうした観点からは、マンションの資産価値を

高めるために、理事会で市町村の条例に相当す

る規則を株主総会の合意を経て定めるとともに、

それを遵守しない違反者には、一定の範囲内で

罰金等の制裁措置を課す権限を入居契約に定め

ることも考えられる。この場合、意思決定の基

準は、議決権ベースで過半数となるが、別途、

建替え等、入居者の大きな負担を課すような場

合には、商法で定められている「少数株主の保

護規定Jを適用することも考えられる。仮に、

これを20%以上の株主の拒否権とすれば、現状

の区分所有権法を議決権ベースとした場合と大



きく異なるものではない。もっとも、こうした

少数株主の保護規定自体も、強行規定とするの

ではなく、一定の範囲で選択肢を設けることが

望ましい。

おわりに

都市における居住形態として、多くの区分所

有者がひとつの住宅を共有するマンションは、

今後いっそう増えることが予想されている。こ

れは完全な私的財と公共財とが混在したものと

考えられるが、そこでのガヴァナンスのあり方

については、これまで十分な議論はなされてお

らず、老朽化等に伴い必要な建替え等の際に、

大きな社会問題となっている。これに対して、

区分所有権者を定期借家人に転換させることで、

意思決定を迅速化させるという提案があるが、

それと同時に、区分所有の現状を前提として、

区分所有権者を株主とした株式会社方式でマン

ションを管理するという改革案を提示した。

マンションの区分所有権は、現実に市場で流

動性のある資産であるにもかかわらず、マンシ

ョンの管理・運営を行なう主体である管理組合

が、いわば町内会のような一人一票制に基づく

法人形態であることが、効率的な管理運営を妨

げている。住宅資産の価値を最も高く維持する

ための合意形成を円滑に行なえる組織へと転換

させるためには、区分所有者の床面積に比例し

た議決権のみで、意思決定を図る仕組みである

株式会社の形態をとることが合理的であり、そ

うした選択肢を区分所有権法に設けることが望

ましい。

＊八回達夫国際基督教大学教授、山崎福寿上智大学教

授、久米良昭那須大学教授のコメントに感謝する。

｝王

1）この点は八回達夫教授の指摘による。

2）もっとも、この改正案の審議の過程では、特別多

数決だけでは少数者の利益が擁護されないとして、

建築後初年を経過していることなどの「客観的要件j

を必要とするという意見も有力であった。この点に

関する議論としては総合規制改革会議のホームペー

ジを参照。

3）例えば音に建設された狭い居室や、エレベータ一

等の設備を欠く場合には、高齢者の増加とともに市

場価値が著しく低下する場合が多い。

4）分譲マンションの区分所有者が、その部屋を他人

に賃貸している場合、所有者自身は建替えに賛成で

も、借家人が契約更新時になっても明渡しを拒否す

ることが、借地借家法では容認される場合があった

が、この問題は定期借家契約では生じない。

5）この点は山崎福寿教授の指摘による。

6）管理人の紛争処理能力が十分に高ければ、モラル

の低い定期借家人の契約更新を拒否することができ

るが、そうでなければ悪貨が良貨を駆逐する危険性

もある。

7) もっとも、居住者がマンションの管理の仕方に不

満があれば、その住宅証券を売却することで、債券

価値が値下がりするというメカニズムは働くが、こ

れはあくまでも間接的な強制力にとどまる。

8）寄付行為に基づく社会福祉法人や学校法人に対し

て、大部分の医療法人には出資者の財産権が保持さ

れ、解散時には返還される権利が保証されているこ

とから、国税庁は非営利法人に対する優遇税制を認

めていない（八代2000）。

9）仮に組織に独立の法人格が認められなければ、す

べての構成員が契約当事者となり、構成員が変動す

るごとに、外部の取引主体との契約の書き直しが必

要となる。

10）一般に、組織の所有者（運営費用を支払った後の

残余請求権の請求権者）が、その経営権を支配すれ

ば、経営者に対する高額な報酬等のインセンティブ

を与える必要性はなく、効率的な組織の運営がなさ

れると考えられる。

11）この株式は居住者以外にも売却可能であり、その

場合、売却した居住者は賃借入になる。
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工ディトリアルノート

本号の 3論文は、都市財政に関 な影響があるのかを分析している。場合には、地方公共サービスの水

する理論的な研究、住宅の品質を なお、ここで地方公共サービスと 準は増大し、先住世帯の経済厚生

めぐる住宅市場に関する理論的な は、教育や介護のように、私的財 は改善されるが、自由に移動でき

考察に基づいた実証研究、住宅困 の性質を持ちながら公的に供給さ る場合には、地方公共サービスの

窮者に関する実証研究と多岐に渡 れる日オサービスをさす。 水準が減少し、必ずしも先住世帯

っている。いずれも、最先端の国 モデルとして、ある都市のなか の経済厚生が改善されるわけでは

際的な学問的動向をふまえたうえ のひとつのコミュニティを考え、 ないということが、示されている。

で、現在の日本において重要な都 完全競争的な住宅サービス市場、 このように、大重・中神論文は、

市問題や住宅問題に関して、経済 1次同次の住宅サービス生産関数、 きわめて興味深い結論を得ている

学的な観点から厳密な分析を行な 先住世帯と新規参入世帯という 2 が、今後は、同論文でもふれられ

っており、きわめて興味深い。 つのタイプの世帯が居住している ているように、日本の実態をイメ

⑨ と想定する。第 1段階で新規参入 ージしているのであれば、地方交

大重斉・中神康博論文（「コミ 世帯がコミュニティを選択し、第 付税や国庫支出金の効果を明示的

ュニティ構成と地方公共サービス 2段階で住宅サービスと地方公共 に考慮すべきであろう。また、是

支出」）は、先住世帯と新規参入 サービスの水準が同時に決定され 非この論文で得られた理論的な結

世帯から構成されるコミュニティ るという 2段階にわたる意思決定 果を、実証分析につなげていくこ

を想定し、先住世帯数の変化と容 のタイミングを仮定している。こ とを期待する。

積率の緩和が、地方公共サービス のような想定のもとで、主体的均 ⑨ 

の水準と経済厚生にどのような影 衡と市場均衡条件を導出し、それ 岩田真一郎・山鹿久木論文

響を及ぼすかに関して理論的な分 に基づいて、先住世帯数が変化し （「住宅の品質と所有形態」）は、

析を行なっている。 たり、容積率が緩和された場合の、住宅の所有形態の違いと、建物の

本論文では、コミュニティ移住 そのコミュニティの地方公共サー 所有権に影響を与える借地借家法

のタイミングという観点で、コミ ビス、固定資産税率、新規世帯数、 が、建物の品質にどのような影響

ユニティの構成をとらえている。 経済厚生などに及ぽす影響を比較 を及ぽすかを、理論的な考察に基

すなわち、日本における 2世帯住 静学的に分析している。その結果、 づいて実証的に分析した論文であ

宅世帯や、親から住宅を相続した コミュニティが先住世帯と新規参 る。本論文では、自己の土地に建

世帯を先住世帯と考え、これから 入世帯によって形成され、先住世 てた持ち家を持ち家、他者の土地

コミュニティに新規参入しようと 帯がそのコミュニティにおける政 を借りその上に借家人が建てた持

する世帯を新規参入世帯ととらえ 治的な力を持つとき、固定資産税 ち家を借地、土地と建物の両方が

ている。そして、これらの世帯が を課税ベースとする地方公共サー 他者のものを借家と定義している。

コミュニティ内で混在するとき、 ビスの供給はファーストベストの 本論文は、家主と借家人という

彼らがコミュニティ政府に求める 水準に比べて過少となる、コミュ 両方の経済主体が建物の品質に影

地方公共サービスの内容に差異が ニティの先住世帯数が増加して政 響を与えるような投資を行なう場

生じる可能性に注目して、地方公 治的パワーが増すほど、地方公共 合を想定して、住宅の所有形態の

共サービスが固定資産税によって サービスの水準は増大するという 違いが住宅の品質維持にどのよう

ファイナンスされる場合に、その 結論が得られている。さらに、コ な影響を及ぼしているかというこ

水準がどのように決定され、各世 ミュニティの容積率が緩和された とと、借地借家法の継続地代およ

帯グりレープの経済厚生にどのよう 場合は、新規世帯が移動できない び家賃抑制主義が住宅の品質にど
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のような影響を与えているかを分 証結果が得られている。 調達要因としてコンビニ数など、

析している。 論文の脚注でもふれられている 就業アクセス要因としてハローワ

まず理論的な考察として、家主 ように、実証分析で用いられてい ークからの距離など、行政サービ

の行動は建物の品質にプラスの効 る住宅の品質に関するデータが建 ス要因として福祉事務所からの距

果を及ぼすが、借家人の生活活動 物の概観からの評価のみで、内部 離など、医療アクセス要因として

は建物の品質にマイナスの効果を の老朽度の評価を含んでいないた 診療所・病院数などを用いている。

及ぼすということを前提とすれば、 め、真に理論的な考察と整合的な 実証結果を見ると、ホームレス

借地と借家の品質維持は持ち家の 形での実証分析になっているかど 全体のサンプルて、は、就業アクセ

品質維持よりも悪くなること、イ昔 うか多少の問題点は存在するが、 ス要因がどのモデルでも有意とな

地借家法の影響が強くなると借家 本論文は、土地と建物が別々の不 っている。定住・非定住別の推定

は住宅の品質がさらに悪くなり、 動産として考えられている日本の 結果によると、定住の場合は自立

借地は借地権保護によってより悪 住宅市場に固有の制度的特徴に起 度が高いが、非定住の場合は就業

くなる場合が多いが、良くなる場 因する問題を、住宅の品質と関連 アクセスや食料調達など周辺環境

合もあるということを述べている。 させて分析した初めての野心的な への依存度が高いことが示されて

次に、平成10年と15年の住宅需 試みであり、今後、より理論と整 しミる。

要実態調査の個票データを用いて、合的なデータにより、さらに厳密 本論文では、さらに、ホ←ムレ

それを実証的に検証している。具 な実証分析が行なわれることを期 スの居住が近隣地価に及ぼす影響

体的には、住宅の品質を表す 2値 j寺する。 も分析している。具体的には、定

変数を従属変数、所有形態ダミー ⑨ 住・非定住別に、へドニック地価

や住宅属性を独立変数としたプロ 鈴木E論文（「小地域情報を用 関数を推計している。従属変数は、

ビットモデルで、所有形態の違い いたホームレス居住分布に関する 大阪市の地価公示や都道府県地価

が住宅の品質に与える影響を分析 実証分析」）は、大阪市における 調査の住宅地価を用い、独立変数

している。また、サンプルを借地 住宅困窮者（ホームレス）に関す は、ホームレス数を現数値のまま

と借家にしぼって、 seemingly る目視調査と、小地域情報を用い 入れると内生性の問題が存在する

unrelated bivariate probit model て、ホームレスの居住分布を、実 ため、ホームレス数を従属変数と

によって、借地借家法の継続家賃 証的に分析した論文である。 した先のモデルの推定結果からホ

抑制主義が住宅の品質に及ぼす効 具体的には、定住・非定住別ホ ームレス数の予測値を計算し、そ

果を分析している。なお、借地借 ームレスの居住規定要因を、小地 れを地価関数の独立変数として用

家法の影響の強さを表す独立変数 域間の相関関係を明示的に考慮し いている。結果として、ホームレ

としては、入居時期を代理変数と て、地域の空間自己相関分析モデ ス居住が近隣地価を下げているこ

して使っている。その他の独立変 ルとして SARモデル（Simulta- とが示されている。

数としては、改築ダミー、引越し neously Autoregression Model) このように、本論文は、小地域

予定夕、ミー、住宅の属性を用いて および MA モデル（Moving データに固有の実証分析上の問題

いる。なお、 seeminglyun- Average Model) を用いて、検 点を明示的に考慮して妥当な結論

related bivariate probit model 証している。従属変数としては、 を得ており、きわめて重要な住宅

を用いているのは、引越し予定ダ 面積当たりホ←ムレス数、独立変 政策上の示唆を与えた非常に価値

ミーの内生性を考慮、しているため 数としては、居住スペース要因と のある研究である。 (SM) 

である。理論的考察と整合的な実 して公園・河川敷面積比率、食料

エディトリアルノ←ト 9 



研究論文

コミュニティ構成と
地方公共サービス支出
大重斉・中神康博

はじめに

本稿の目的は、コミュニティ構成が地方公共

サービス水準と経済厚生に及ぼす影響について

分析を行なうことである。ここでのコミュニテ

ィ構成とは、所得水準や住宅の所有形態（地

主・不在地主、あるいは持家・賃貸）などでは

なく、コミュニティ移住のタイミングを問題と

している。日本の住宅市場では、いったん住宅

を所有すると、そこに定住する傾向があるとい

われる。少子高齢化に伴い、 2世帯住宅や親か

ら子への相続など、コミュニティの硬直化は今

後さらに強まることが予想される。

こうした世帯（以下、先住世帯と呼ぶ）とこ

れからコミュニティに新規参入しようとする世

帯（以下、新規参入世帯と呼ぶ）が混在すると

き、彼らがコミュニティ政府に求める地方公共

サービスの内容に差異が生ずるかもしれない。

例えば、高齢者は介護サービスに、一方若年層

は教育サービスに関心があるという具合である。

このような地方公共サービス供給が、主として

固定資産税によってファイナンスされる場合、

その水準はどのように決定され、各世帯グ？ルー

プの経済厚生にどのような影響が及ぶのであろ

うか。

ところで、コミュニティ構成が地方公共サー

ビス水準にどのような影響を及ぽすかという研

究として、 Yinger(1985）、 de Baltorome 

(1992）、 Wyckoff(1995）などがあげられる。

Yinger (1985）は、コミュニティにおける所

10 季刊住宅土地経済 2004年秋季号

得や住宅に関して同質ではない状態を想定し、

中位投票者によって地方公共サービス水準が決

定されるとき、どのような非効率性が生ずるか

について論じている。 deBaltorome (1992) 

は、高額所得者と低額所得者から構成されるコ

ミュニティにおいて、高額所得者によって地方

公共サービス水準が決定されるとき（高額所得

者が中位投票者となっている）、そのコミュニ

ティにおける高額所得者の割合が変化したとき

の地方公共サービス水準と各グループの経済厚

生への影響を分析している。さらに、 Wyckoff

(1995）は、都心部と郊外からなる都市に 3つ

の所得階層が居住選択を行なうケースをモデル

化し、各コミュニティの地方公共サービスが所

得税によってファイナンスされるとき、都心部

への補助金が地価や各所得階層への経済厚生に

どのような影響を及ぽすかという点について分

析を行なっている。このように、コミュニティ

構成といった場合、所得や住宅のタイプに関す

るものがその大半を占めており、先住世帯と新

規参入世帯が混在するコミュニティについて分

析を行なったケースはそれほど多くない。

本稿の構成について述べておこう。次節にお

いて、モデルについての説明を行なう。そして、

第 2節で、先住世帯数の変化が地方公共サービ

スと経済厚生に及ぼす効果を中心に分析を行な

う。さらに、第3節では、容積率の緩和の影響

について第 2節と同様の分析を行なう。最後に、

本稿の結論と今後の課題について述べる。



lモデル1)

おおしげ・ひとし

1974年長野県生まれ。 1998年金

沢経済大学経済学部卒業。 2004

年成践大学大学院経済学研究科

博士後期課程修了。現在、成践

大学アジア太平洋研究センタ

ポスト・ドクター。経済学博士。

論文・「地方分権と財政調整制

度の経済介析J（博士論文）。

ある都市のなかのひとつのコミュニティを考

える。国際経済学における小国の仮定と同様に、

このコミュニティの意思決定が他のコミュニテ

イの効用水準に影響を及ぽすことはないものと

する。コミュニティには、 2つのタイプの世帯

が居住している。ひとつは先住世帯で、すでに

コミュニティに住宅を建設し、コミュニティ聞

を移動するには多額の費用がかかるため、移動

できない経済主体であり、もうひとつのタイプ

は新規参入世帯で、住宅を建設するまでは自由

に移動でき、いずれかのコミュニティにこれか

ら住宅を建設しようとしている経済主体である。

当該コミュニティの先住世帯数と新規参入世帯

数を、それぞれn。、 nとする。

新規参入世帯は、その他の財z、住宅サービ

スh、および地方公共サービス gから効用を得

る。新規参入世帯の効用関数は、 U=u(z,h)+ 

w(g）とする。新規参入世帯は、外生的に与え

られた所得yから一括税としての住民税rを差

し号｜いた残額を、その他の財と住宅サービスの

消費に充てる。その他の財を基準財とし、住宅

サービスの消費者価格（消費者価格）を q二

(1十t)pとする。 tは固定資産税率（ただし、

実効税率で評価されているものとする）、 pは

住宅サービスの生産者価格である。新規参入世

帯の予算制約は、 z+(1十t)ph二 y-rとなる。

先住世帯は、その他の財z。、住宅サービス

h。および地方公共サービス gより効用を得てお

り、彼らの効用関数は新規参入世帯と同様、

U=u(z。ん） +w(g）とする。先住世帯はすでに

なかがみ・やすひろ

1957年宮崎県生まれ。 1981年慶

膝義塾大学経済学部卒業。 1989

年カリフォルニア大学サンデイ

エコ校 Ph.D.o カナダ・サス力

チュワン大学助教授などを経て、

現在、成践大学経済学部教授。

論文・“FourEssays on Housing 

Market Dynamics" （ま力、。

住宅を取得しているため、外生的に与えられた

所得yから住宅サービス支出、固定資産税の

納税額、住民税を差し引いた残額をその他の財

の消費に振り向ける。したがって、先住世帯の

予算制約は、 z。＋ (1十t)ph。＝y-rである。こ

の予算制約を用いると、先住世帯の効用関数は

U。＝u(y-r一（1十t)ph0,h。）十w(g）となる。

住宅サービス市場は完全競争的であるものと

し、住宅サービスは土地と住宅資本から生産さ

れる。まず、土地について見ると、コミュニテ

イには Lだけの土地があり、そのなかには先

住世帯によって占有されている土地が存在する。

先住世帯が占有する 1世帯当たりの土地面積を

loとすると、新規参入世帯に割り当てられた土

地の面積は L-n。l。となる。この土地は、すべ

て新規参入世帯のための住宅サービスの生産に

利用される。土地 1単位当たりの地代rは、住

宅サービス生産者にとっての利潤がゼロとなる

ように決定される。また、住宅資本Kは、外

生的に定められた資本コスト ρでいくらでも調

達することができる。

住宅サービスの生産関数は F(L n。lo,K）で、

1次同次性を仮定する。この 1次同次性の仮定

から、 F(L n。10,K)=f(m) (L-n。l。）と変換す

ることできる。ここで、 mは土地 1単位当た

りの住宅資本量、あるいは住宅資本と土地との

比率で、 m=K/(L n。l。）で定義される変数で

ある。住宅資本が床面積を代表していると想定

し、この比率を容積率と呼ぶことにする。指定

容積率いっぱいに住宅供給がなされていると考

えるのは現実的ではないが、分析を簡単にする

ためにこのような仮定を設ける。

コミュニティ構成と地方公共サービス支出 11 

nishimura
テキストボックス
（大重氏写真）

nishimura
テキストボックス
（中神氏写真）



地方政府は、地方公共サービスを供給するた

めに固定資産税と住民税によってファイナンス

する。ここでの地方公共サービスとは、たとえ

ば教育や介護のように、私的財の性質を持ちな

がら公的供給される財サービスのことである。

地方公共サービスの価格を 1と仮定し、その他

の財1単位で地方公共サービス 1単位が供給さ

れると仮定する。地方政府の予算制約は、 no

(tph。） +n(tph）十（n。＋n)r二（n。＋n)gと表す

ことができ、両辺をコミュニティの総世帯数

n。ートnで除すると、 tpn+r二gが得られる。こ

こで、 Eはコミュニティにおける平均住宅サー

ビス量である。コミュニティにおける新規参入

世帯の割合をθ＝n/(n。＋n）とすると、 h=(1 

θ）h。＋θhで表される。

前節で述べたように、本稿では次のような 2

段階にわたる意思決定のタイミングを仮定する。

第 1段階で新規参入世帯がコミュニティを選択

する。第2段階では、住宅サービスと地方公共

サービスの水準が同時に決定される。このよう

なタイミングの仮定は、新規参入世帯がコミュ

ニティを選択する際に、地方公共サービス水準

を予測して居住選択を行なっていることを意味

する。すなわち、各世帯はいったん住宅を建設

してしまうと移動に膨大な費用がかかるため、

居住選択の決定によって将来にわたってそこに

居住し続けることにコミットするのである。そ

れゆえ、各世帯は居住選択に関して、長期的な

視野に立って意思決定を行なう必要がある。

このようなタイミングを想定することによっ

て、先住世帯と新規参入世帯とのあいだの固定

資産税を通じた関係を分析することができる。

先住世帯と新規参入世帯のあいだには、住宅の

取得時にタイミングのずれがある。もちろん、

先住世帯が居住する住宅は、新規参入世帯より

も早く建設が行なわれている。このようなタイ

ミングのずれの結果、固定資産税の納税額と地

方公共サービスの水準という点で2者のあいだ

にリンケージが生じることとなる。新規参入世

帯の住宅購入時における住宅市場によって固定
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資産税の課税標準が決まり、先住世帯の固定資

産税の納税額も同時に決定される。他方で、先

住世帯は地方公共サービスと固定資産税の税率

の決定権を握っている。この 2つの変数は、新

規参入世帯に間接的に影響を与える。なぜなら、

新規参入世帯は、住宅建設の際に、それぞれの

コミュニティにおける地方公共サービスと固定

資産税率のメニューを予測しながら居住選択を

f子なうからである。

さて、ノfツクワード・インタゃクションによっ

てこの問題を解こう。まず、第2段階における

住宅市場の均衡と地方公共サービスの決定につ

いて考える。新規参入世帯は、効用を最大にす

るようにその他の財と住宅サービスを選択する。

すなわち、新規参入世帯の効用最大化問題は以

下のようになる。

maxz,h u(z,h) +w(g) 

s.t. z+ (1 +t)ph二 y-r

この問題を解くと、新規参入世帯のその他の財

の需要関数 z0=z((l+t)p,y-r）と住宅サービ

スの需要関数h0=h((1十t)p,y r）が、それぞ

れ導出される。これらの需要関数を新規参入世

帯の効用関数に代入すると、間接効用関数

V ( (1 +t) p, g ;y-r) =u (z0,h0) +w(g）が得られ

る。

住宅サービス供給は、容積率m に依存して

いる。容積率m は、土地利用規制によってあ

る水準に固定され、土地 1単位当たりの住宅サ

ービス供給量は f(m）とする。したがって、住

宅サービスの供給量は f(m)(L n。l。）で、住宅

サービスの価格には依存しない。住宅市場均衡

は、新規参入世帯の住宅サービスの需要量と企

業が生産する住宅サービスの供給量が一致する

ところで達成される。この住宅サービスの需給

バランスによって住宅サービスの価格が決定さ

れる。

次に、地方公共サービスの水準の決定につい

て見ょう。新規参入世帯は先住世帯に比べ、相

対的に世帯数が少なく、 θ＜0.5とする。した

がって、このコミュニティの中位投票者は先住



世帯で、彼らの効用が最大になるように地方公

共サービスの水準と固定資産税率が決定される。

すなわち、先住世帯の効用最大化問題は、以下

のようになる。

maxg,tU(y r (l+t)ph0,h。） +w(g) 

s.t. tph十r=g

先住世帯にとって住宅サービスはすでに取得さ

れているので、外生変数として扱う。先住世帯

と新規参入世帯はそれぞれの最大化問題を同時

に解くものとし、先住世帯は新規参入世帯の住

宅需要を所与として扱うものとする。したがっ

て、先住世帯が効用最大化を行なう際には、 E

はパラメータとして扱われる。この問題を解い

て得られる一階の条件を整理すると、

主ι~
Uz fi 

が導出される。ここで、 Uzはその他の財の限界

効用、 Wgは地方公共サービスの限界効用を表

す。この式の左辺は地方公共サービスとその他

の財の限界代替率を表しており、その他の財で

評価した地方公共サービスの限界便益を示して

いる。他方、右辺はコミュニティにおける先住

世帯の住宅サービスと平均住宅サービスの比率

で、地方公共サービスに対する限界的な税価格

となっている。地方公共サービスの限界費用が

1と仮定されているので、地方公共サービスが

フアーストベストの意味で効率的に供給されて

いるかどうかは、この比率が lかどうかに依存

している。本稿では、先住世帯の住宅サービス

のほうが新規参入世帯の住宅サービスよりも大

きいことを仮定する。この仮定のもとでは、地

方公共サービスは過少に供給される。

2本の地方公共サービスに関する条件式と住

宅市場の均衡式により、地方公共サービス水準、

固定資産税率、住宅サービスの生産者価格が決

定される。それぞれの条件式、および均衡式は、
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である。これら 3つの式から、地方公共サービ

ス水準、固定資産税率、住宅サービスの生産者

価格を、先住世帯 Ilo、新規参入世帯n、容積率

m の関数、すなわち、 g*= g (no,n,m）、ド二t

(no,n,m）、 r二p(no,n,m）として解くことがで

きる。

第 1段階における新規参入世帯の居住選択に

移ろう。新規参入世帯は、コミュニティにおけ

る住宅サービス、地方公共サービス、固定資産

税率のメニューを予測し、当該コミュニティに

居住した場合の効用水準が、他のコミュニティ

で得られる効用水準Vに等しくなるまで居住

選択を続ける。新規参入世帯の間接効用関数を

V((l+t*)p*,g*,y r）とすれば、均衡下では、

v ( (1 +t本）pぺgぺy r）ニマ (5) 

が成り立つ。この（5）式によって、均衡下におけ

る新規参入世帯数を、先住世帯と容積率の関数、

n** =n(no,m）として求めることができる。こ

の新規参入世帯数を、第2段階で求めた地方公

共サービス、固定資産税率、住宅サービスの生

産者価格に代入し、それぞれ先住世帯数と容積

率の関数として、すなわち、 g村三g(n * * ,no,m）、

t村＝t(n叫ん，m）、 p村三p(n * * ,no,m）が得られ

る。

2先住世帯数の変化

コミュニティにおける先住世帯数の変化は、

そのコミュニティの地方公共サービスピペ固

定資産税率 t＊＊、住宅サービスの生産者価格

p＊＊、新規参入世帯数n＊＊にどのような影響を

及ぼすのであろうか。また、コミュニティにお

ける先住世帯数の変化によって、コミュニティ

の経済厚生はどのような影響を受けるのであろ

うか。本節では、これらの問題について検討し

ょう。

(2) 

(3) 

(4) 

地方公共サービスへの影響

そこで、まず第2段階における先住世帯数と

新規参入世帯数の変化に伴う比較静学を行なう。

(2）式、（3）式、（4）式を n。で偏微分し、それを解

コミュニティ構成と地方公共サービス支出 13 



表1ー比較静学の結果

(a）先住世帯数（目。）の変化

g t p q V。 Iv 
ケース1

＋ ＋ 
no 

＋ ＋ 
（移動しない場合） change 

ケース2
ワ ワ ＋ ワ

no 
（移動する場合）

＋ 
change 

(b）容積率（m）の変化

g t p q V。 Iv 
ケース1

＋ 十
（移動しない場合）
ケ｝ス2

ワ 。
? ch~e （移動する場合）

注）比較静学の結果の詳細は、大重・中神（2004）を参照されたい。

くことにより、新規参入世帯が移動しない場合

の先住世帯数の変化に伴う地方公共サービス、

固定資産税率、住宅サービスの生産者価格への

影響、すなわち、

og*/on。＞O,ot*/on。＞O，。p*/on。＜O

を得る（なお、比較静学の結果は、表 1(a）のケ

一ス 1を参照） 2) 

まず、、先住世帯数の変化が固定資産税率と住

宅サービスの生産者価格に及ぼす影響について

見ょう。いずれも先住世帯数の変化による符号

は確定せず、 1 (tpn/g) cwの符号に依存する。

ここで、 εwは地方公共サービスの限界効用の

弾力性で、 εw=-gWgg/Wgで定義される。一般

に、 εw< (tpn/g）である限り、 1 (tpn/g）εwは

正の値をとる。例えば、地方公共サービスから

の効用関数がw(g) =log (g）であれば、 εw二1

である。また、 Ewの係数は、地方公共サービ

ス支出額に対する固定資産税の割合で、住民税

がゼ、ロでない限り 1よりも小さい値をとる。し

たがって、 1一（tpn/g）εwは一般に正の値をと

ると考えてよい。もしそうであるならば、先住

世帯数の増加は、固定資産税率を引き上げ、住

宅サービスの生産者価格を引き下げる。さらに、

これらの結果を用いて、先住世帯数の変化が住

宅サービスの消費者価格に及ぼす影響を求める

と、両者の影響が相殺されて何本川町二Oとな

る。

次に、これらの結果をふまえて、先住世帯数

の変化が地方公共サービス水準に及ぽす影響に

14 季刊住宅土地経済 2004年秋季号

ついて考察しよう。先住世帯の増加は、コミュ

ニティ構成と住宅サービス市場に影響を与える。

前者は、先住世帯が増加すると、コミュニティ

構成を示す新規参入世帯の割合Oを減少させ、

平均住宅サービス Eを増加させる影響である。

後者は、。q本川町二Oから、新規参入世帯の住

宅サービスの消費量への影響は相殺されてしま

う。したがって、先住世帯数の増加によって、

平均住宅サービスは増加する。平均住宅サービ

スの増加は、限界的な税価格を低下させて、地

方公共サービスを増加させる。他方で、 Eの増

加は、課税ベースの拡大を意味し、固定資産税

収tp五を増大させて、地方公共サービスを増加

させる。以上の理由から、地方公共サービスは

増加するのである。

同様にして、新規参入世帯数nで（2）式、（3)

式、（4）式を偏微分し、これを解くと、新規参入

世帯数の変化に伴う地方公共サービス、田定資

産税率、住宅サービスの供給者価格への影響、

すなわち、

og*/on<O，。t*/on<O，。p*/on>O

を導くことができる。この結果を用いて、先住

世帯数の変化が新規参入世帯数に及ぽす影響を

求めよう。新規参入世帯は、第 1段階において

第 2段階での影響を見込んでコミュニティを選

択している。新規参入世帯の均衡は（5）式で示さ

れ、この式を先住世帯数で偏微分することによ

り、先住世帯数が新規参入世帯数に及ぽす影響

を以下のように求めることができる。

。n**
ono 

Uz ［~p*+(l+t＊）引h Wg*  

- llz［告十(1十t＊）引h Wg筈
比較静学の結果を代入することにより、 on**/

如。＞Oを得る。これらの結果を用いて、先住世

帯数が変化したときの、地方公共サービス、固

定資産税率、住宅サービスの消費者価格への影

響、すなわち、
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虻＝fKo• 十（ 1 ＋ド）坐1
Ono L Ono P on0 J 

十［宏ド＋(1 +t＊）引若 ω 

を求めることができる。比較静学の結果は、表

1 (a）のケース 2にまとめられている。

まず、（7）式の固定資産税率への影響を見てみ

よう。右辺第2項の符号は負であるから、右辺

第 1項の符号が正の値をとるならば、先住世帯

数の変化が固定資産税率に及ぽす影響の符号は

定まらない。同様の理由から、先住世帯数の変

化が住宅サービスの生産者価格に及ぽす影響も

確定しない。しかしながら、（8）式の消費者価格

への影響を見ると、右辺第 1項はゼロ、また第

2項の括弧の中は正の値をとるので、新規参入

世帯が自由に移動する場合、先住世帯の増加は

新規参入世帯の流入を招き、住宅サービスの消

費者価格を上昇させる効果を持つことがわかる。

この結果をふまえつつ、先住世帯数が増加し

たことによる地方公共サービスの水準への影響

を考察しよう。（6）式から、 2つの要因に分解す

ることができる。第 1項の要因は、新規参入世

帯数を所与としたときの影響で、すでにその符

号は正であることを見た。第2項の要因は、新

規参入世帯数が増加することによる影響で、地

方公共サービスを減少させる効果を持つ。それ

は、コミュニティ構成と住宅サービス市場への

2つの影響からなる。前者は、新規参入世帯数

の増加が、。を上昇させる影響である。後者は、

新規参入世帯数の流入によって住宅サービスの

消費者価格が上昇し、新規参入世帯の住宅サー

ビス需要を減少させる影響である。これらの影

響は、コミュニティの平均住宅サービス hを

減少させる効果を持つ。比較静学の結果から、

(6）式の第 1項の要因が第 2項の要因を凌駕する

ことを示すことができる。すなわち、たとえ新

規参入世帯が自由に移動する場合であっても、

(6) 
先住世帯数が増加すれば、地方公共サービスの

水準は増加する。換言すれば、先住世帯数が多

く、新規参入世帯に割り当てられた土地の面積

が小さいコミュニティほど、地方公共サービス

の水準が拡大する。

(7) 

経済厚生への影響

先住世帯数の変化は、先住世帯と新規参入世

帯の経済厚生にどのような影響を及ぽすのであ

ろうか。先住世帯と新規参入世帯の間接効用関

数 V。（(1十t**)pキキ，g**,y r) ,V ( (1 ＋ド＊）p* *' 

g**,y-r）をそれぞれ先住世帯数n。で偏微分す

ると、包絡線定理を用いて、次のような結果を

得る。

ff'is; -_,, h I 12:土1
on。 Uz"OLon。J

I ot** 
-wa一一一一h8c,.,Iー才一D結 I十t干干 α1 dlb ,.. 

十 (l+t＊＊）~J
＊村「onoe l 

十Wgt**p＊ト一一一一｜
ド Loeon。1

oV 「ot＊＊ キ 。p**l 
E「－叫可P叫（1+t＊＊）告；；－J 

十Wg［相
ここで、 εdは住宅サービス需要に対する価格弾

力性で、ゐ＝一（oh/oq) (q/h）である。先住世

帯数の変化が彼らの効用水準に及ぽす影響は、

3つの要因からなる。右辺第 l項は、住宅サー

ビスの生産者価格の変化に伴う固定資産税の納

税額を通ずる効果、第2項は住宅サービスの消

費者価格の変化に伴う新規参入世帯の住宅サー

ビスに対する需要量の変化を通ずる効果、第3

項はコミュニティ構成の変化に伴う平均住宅サ

ービスの変化を通ずる効果である。また、新規

参入世帯の効用水準に及ぽす影響は、住宅サー

ビスの消費者価格の変化に伴う新規参入世帯の

住宅サービスに対する需要量を通ずる効呆と地

方公共サービスの変化を通ずる効果に依存して

いる。まず、先住世帯の経済厚生の変化を見よ

つ。

新規参入世帯が移動しない場合、すなわち、

コミュニティ構成と地方公共サービス支出 15 



on**/ono二 Oのとき、先住世帯の増加は先住世

帯の経済厚生にどのような影響を及ぽすのであ

ろうか。第 I項の符号は正である。なぜなら、

住宅サービスの生産者価格の低下にともない、

固定資産税の納税額が減少するので、効用水準

が上昇するからである。一方、先住世帯数の変

化によって住宅サービスの消費者価格は影響を

受けないので、新規参入世帯の住宅サービス需

要の変化による平均住宅サービス Eへの影響

はない。さらに、先住世帯が増加すると、 θが

減少し、平均住宅サービス Eに正の影響をも

たらすので、地方公共サービスが増加し、第3

項の符号は正となる。したがって、新規参入世

帯が移動しない場合、先住世帯数の増加は先住

世帯の経済厚生を高める効果を持つ。

それでは新規参入世帯が自由に移動する場合、

先住世帯の経済厚生はどのような影響を受ける

のだろうか。まず、新規参入世帯の移動によっ

て住宅サービスの生産者価格が上昇し、その結

果、固定資産税の納税額が増大する影響が加わ

るので、第 1項の符号は不確定となる。新規参

入世帯の住宅サービス需要への変化に伴う平均

住宅サービス Eの影響について見ると、住宅

サービスの消費者価格が上昇して、新規参入世

帯の住宅サービスが縮小し、平均住宅サービス

は減少する。その結果、第2項の符号は負とな

る。第3項には、新規参入世帯の移動の影響が

加わって、先住世帯の経済厚生に負の影響をも

たらすが、この影響は新規参入世帯が移動しな

い場合でふれた経済厚生に及ぽす正の影響より

も小さい。よって、この項の経済厚生に与える

影響は正となる。以上から、経済厚生へのトー

タルな影響は不確定となる。

新規参入世帯の経済厚生について見ておこう。

新規参入世帯が移動しない場合には、住宅サー

ビスの消費者価格への影響が存在しないので、

第 1項の影響はゼロとなる。先住世帯数が増加

すると地方公共サービス水準が増加し、第2項

の影響は正となる。したがって、先住世帯数が

増加すると、彼らの経済厚生も改善される。一
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方、新規参入世帯が自由に移動する場合には、

先住世帯数が増加しでも新規参入世帯の移動に

よって裁定が働くので、彼らの経済厚生は変化

しない。

3容積率の緩和

地方公共サービスへの影響

本節では、コミュニティにおける容積率の変

化が、そのコミュニティの地方公共サービス

g＊＊、固定資産税率t件、新規参入世帯数n＊＊に

どのような影響を及ぼすのか、さらにコミュニ

ティの経済厚生にどう影響するのかという点に

ついて検討する。容積率の緩和は、コミュニテ

ィの住宅サービスの供給量、さらには新規参入

世帯数を増加させ、コミュニティ構成に影響を

及ぼす。しかし、容積率の緩和によるコミュニ

ティ構成の変化は、必ずしも期待される成果を

生まない可能性がある。この点を中心に考察を

行なう。

モデルの第2段階において、容積率の変化が

均衡にどのような影響を及ぼすのかを分析する

ために、容積率に関する比較静学から始める。

(2）式、（3）式、（4）式を m で偏微分し、それを解

くことにより、新規参入世帯が移動しない場合

の容積率の変化に伴う地方公共サービス、固定

資産税率、住宅サービスの生産者価格への影響、

すなわち、

og* /om>O，。t*/om>O，。p*/om<O

が得られる（なお、比較静学の結果は、表 1(b) 

のケース 1を参照）。

容積率の緩和は、固定資産税を引き上げ、住

宅サービスの生産者価格を引き下げる効果を持

つ。なぜなら、容積率の緩和によって住宅サー

ビスの供給量が増大すれば、需要曲線に沿って

住宅サービスの需要量の増大と消費者価格の低

下をもたらすからである。この住宅サービスの

消費者価格の低下は、固定資産税収の不足を招

き、税収を維持するために固定資産税率が引き

上げられる。住宅サービスの消費者価格は、固

定資産税率が上昇する以上に低下するので、住



宅サービスの生産者価格は低下する。

また、容積率の緩和は、地方公共サービスを

増加させる。容積率の緩和は、新規参入世帯の

住宅サービスの需要量を増加させ、コミュニテ

ィの平均住宅サービス Eの水準を引き上げる。

平均住宅サービスの上昇は、限界的な税価格を

引き下げると同時に、固定資産税による税収を

増加させる効果をもっ。容積率の緩和が税収を

増大させるのは、固定資産税率の引き上げによ

ってだけでなく、住宅サービスの消費者価格の

低下に伴う需要量の増加がコミュニティの平均

住宅サービスの水準を引き上げ、課税ベースを

増加させるからである。この限界的な税価格の

低下と税収の増大によって、地方公共サービス

は増加する。

次に、新規参入世帯が自由に移動する場合、

容積率の変化が均衡にどう影響を及ぽすかにつ

いて考察しよう。第2節と同様に、新規参入世

帯は、第 1段階において第2段階での影響を見

込んだ上で居住選択を行なう。新規参入世帯の

居住選択の均衡の条件である（5）式を mで偏微

分することにより、容積率の緩和が新規参入世

帯数に及ぼす影響を求めることができる。

。n＊率。m
叶缶約（1+t*)¥,J Wg宏

一叫［-fn-p• 十（ 1 十 t＊）古l Wg筈
比較静学の結果を代入することにより、如叫／

om>Oであることがわかる。これらの結果をふ

まえて、容積率の緩和が地方公共サービス、固

定資産税率、住宅サービスの消費者価格に及ぼ

す影響、すなわち、

2ど土＿lg土i-1豆こ互主土。m-om'on om 

。t**ot* . ot本 on**
om十 om'on om 

な；＝［缶p＊十（1十tホ）若l
十 I~主pキ＋ (l＋門2ι11!!竺
I 011 )J on I om 
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を求めることができる（比較静学の結果は、表

1 (b）のケース 2を参照）。

まず、（日）式の固定資産税率への影響について

見ょう。第 1項は、新規参入世帯が移動しない

場合の固定資産税率への影響で、符号は正であ

った。しかし、第2項は負の値を取るので、容

積率の緩和が固定資産税率に及ぼす影響は不確

定である。しかし、（lU式の住宅サービスの消費

者価格への影響を比較静学の結果を用いて計算

すると、（lD式は負となり、住宅サービスの消費

者価格は、容積率の緩和によって低下すること

がわかる。

以上の結果をふまえて、容積率の緩和が地方

公共サービスにどのような影響を及ぼすか考察

しよう。（9）式から、 2つの要因に分解すること

ができる。ひとつは、新規参入世帯が移動しな

い場合の影響で、すでにこの符号は正であるこ

とを見た。もうひとつは、新規参入世帯が自由

に移動する影響で、先と同様に、さらに 2つの

要因に分けることができる。ひとつは住宅サー

ビスの需要量の変化を通ずる影響で、もうひと

つはコミュニティ構成の変化を通ずる影響であ

る。容積率の緩和は住宅サービスの消費者価格

を守｜き下げ、住宅サービスの需要量を増加させ

る。他方で、この住宅サービスの消費価格の低

下によって新規参入世帯が流入し、コミュニテ

ィ構成に影響を及ぼす。後者の影響は、前者の

それを上回り、平均的な住宅サービスの水準は

減少する。その結呆、地方公共サービスの限界

的な税価格をヲ｜き上げ、同時に固定資産税の減

少を招き、地方公共サービス水準は減少する。

なるほど、比較静学の結果を用いて（9）式を計算

すると、 og村 ／om<Oなる結果が得られる。

新規参入世帯が自由に移動するとき、容積率

の緩和が地方公共サービスを減少させるのは以

下の理由による。第 1段階で新規参入世帯は、

容積率の緩和によって住宅サービスの消費者価

格が低下する効果と地方公共サービスが増加す

る効果の双方を見込んで、コミュニティの居住

選択を行なう。しかし、新規参入世帯は、互い

。。）

d
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U
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の行動を予測して居住選択を行なっているわけ

ではない。自らが当該コミュニティを選択する

ことによって、どの程度住宅サービスの消費者

価格が引き上げられるのか、またどの程度地方

公共サービスが減少するのか、さらに言えば、

新規参入世帯全体の流入が、住宅サービスの消

費者価格や地方公共サービスにどのような影響

をもたらすのか、これらの点については考慮さ

れていないのである。

経済厚生への影響

容積率の緩和は、先住世帯と新規参入世帯の

経済厚生にどのような影響を及ぼすのだろうか。

そこで、第2節と同様に、先住世帯と新規参入

世帯の間接効用関数をそれぞれmで偏微分を

行なう。結果は、第2節と同様に、以下のよう

になる。

竿旦ニーu"h。「キ竺1
dm  ~ ~I dill I 

I Cit** 
-wσーーっτhθ＆｜一「←D

g 1十I守干 01 am!-' 

十一軒］
一日「afi ae l +wgt本市平本｜ ｜ 

ド Iae om I 

t 叶まじp**+(1 +t＊＊）筈l
+wg［筈］

まず、先住世帯への影響を見てみよう。新規

参入世帯が移動しない場合、容積率の緩和は住

宅サービスの生産者価格を低下させ、固定資産

税の納税額を減少させて、先住世帯の効用水準

を引き上げる。また、住宅サービスの消費者価

格も低下するので、新規参入世帯の住宅サービ

ス需要を高めて、コミュニティにおける平均住

宅サービスの水準を引き上げ、地方公共サービ

スが増加して、効用水準を引き上げる。新規参

入世帯が移動しない場合には、コミュニティ構

成に変化は生じないので、第3項の影響は存在

しない。したがって、新規参入世帯の移動がな

い場合、容積率の緩和は先住世帯の経済厚生を

引き上げる効果を持つ。
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新規参入世帯が自由に移動する場合、住宅サ

ービスの生産者価格への影響は不確定であるた

め、第 1項の影響もまた不確定となる。一方、

容積率の緩和によって住宅サービスの消費者価

格は低下するので、第2項の影響は正となる。

また、新規参入世帯が自由に移動する結果、容

積率の緩和はコミュニティへの流入をもたらし、

コミュニティ構成の変化が平均住宅サービス水

準を引き下げる。したがって、第3項の影響は

負となる。以上から、容積率の緩和による先住

世帯に対する経済厚生へのトータルな影響は不

確定となる。

容積率の緩和が新規参入世帯の経済厚生に及

ぼす効果を見ておこう。新規参入世帯が移動し

ない場合、住宅サービスの消費者価格は低下す

るので、第 1項の影響は正となる。また、容積

率の緩和は、住宅サービスの消費者価格を低下

させ、住宅需要を増大させるので、コミュニテ

ィの平均住宅サービス水準を引き上げ、効用水

準は上昇する。したがって、容積率の緩和は、

新規参入世帯の経済厚生を高める。一方、新規

参入世帯が自由に移動する場合、新規参入世帯

の移動によって裁定が働くので、容積率緩和に

よって経済厚生は変化しない。

おわりに

本稿では、先住世帯と新規参入世帯から構成

されるコミュニティを想定し、先住世帯数の変

化と容積率の緩和が、地方公共サービスの水準

と経済厚生にどのような影響を及ぽすかを中心

に分析を行なった。本稿の結論は、以下の点で

ある。コミュニティが先住世帯と新規参入世帯

によって形成され、先住世帯がそのコミュニテ

イにおける政治的ノfワーを持っとき（先住世帯

が中位投票者となっている）、固定資産税を課

税ベースとする地方公共サービスの供給はファ

ーストベストの水準に比べて過少となる。また、

コミュニティの先住世帯数が増加して政治的パ

ワーが増すほど、換言すれば、新規参入世帯に

割り当てられる土地面積が減少するほど、地方



公共サービスの水準はより増大する。さらに、

コミュニティの容積率の緩和によって土地の有

効利用が図られるとき、新規参入世帯が移動で

きない場合には地方公共サービスの水準は増大

するものの、新規参入世帯が自由に移動する環

境のもとでは当該コミュニティへの流入を招き、

地方公共サービスの水準は減少する。新規参入

世帯が移動しない場合、先住世帯数の増加や容

積率の緩和によって先住世帯の経済厚生は改善

されるが、新規参入世帯が自由に移動する場合

には必ずしも彼らの経済厚生が改善されるわけ

ではない。

今後の課題として、以下の 4点をあげておこ

う。第 1に、本稿では、暗黙裡に先住世帯が中

位投票者であることが仮定されていた。しかし、

新規参入世帯が中位投票者となるコミュニティ

の場合も十分考えられ、先住世帯が中位投票者

である場合と新規参入世帯が中位投票者である

場合との比較を行なう必要があろう。第2に、

本稿のモデルは、国際経済学における小国のモ

デルと同じように、小コミュニティの仮定を設

けて分析を行なった。 2つのコミュニティ、あ

るいは複数のコミュニティから構成されるモデ

ルを構築して同様の分析を行なうことも可能で

ある。第3に、本稿では政府間トランスブアー

が考慮されていない点である。日本の場合、地

方交付税や国庫支出金がコミュニティの地方政

府の歳入の多くの割合を占めている。したがっ

て、こうした政府間トランスファーや補助金の

効果を議論する必要があろう。最後に、実証分

析の可能性である。本稿では、先住世帯数と地

方公共サービスの水準との関係、容積率と地方

公共サービスとの関係を理論的に説明しようと

した。ここでの理論的な結果を実証分析によっ

てどこまで検証できるかは興味あるテーマであ

る。これらについては、今後の課題としたい。

＊住宅経済研究会の発表において、参加された多くの

先生方々から貴重なご意見をいただいた。本稿は、と

くに金本良嗣先生、瀬古美喜先生、八回達夫先生、山

崎福寿先生のご助言をもとに、研究会で発表した論文

に加筆・修正を施したものである。記して感謝申し上

げたい。また、本研究は、著者のひとりである中神が

「大平正芳記念財団jから受けた研究助成によるプロジ

ェクトの一環として生まれたものである。ここに、財

団に対し記して謝意を表したい。

J王

1）本稿のモデルは、 Epple and Zelenitz (1981）、

Henderson (1985）に基づいている。なお、大重・

中神（2004）では、モデルの構築に関する議論を行

なっている。

2）比較静学の詳細については、大重・中神（2004)

を参照されたい。なお、比較静学を行なうにあたっ

て、先住世帯数が増加したことによる新規参入世帯

に対する土地供給量の減少が、均衡に及ぽす影響は

小さいと仮定している。

参考文献

de Bartolome, C. A. M. (1992）“The Fiscal Effect of 

Community Composition on Public Services and 

Welfare，” journal of Urban Economics, 32, pp.140~ 

158. 

Epple, D. and A. Zelenitz (1981）“The Implications 

of Competition among Jurisdictions: Does Tiebout 

Need Politics？” journal of Political Economy, 89, 

pp.1197 1217. 

Henderson, J. V. (1985）“The Tiebout Model: Bring 

Back the Entrepreneurs，” journal of Political 

Economy, 93, pp.248 264. 

Wyckoff, P. G. (1995) 

and Intergovernmental Aid，” Public Fi河dηceQi川Gア

terly, 23, pp.484 508. 

Yinger, J. (1985）“Inefficiency and the Median 

Voter: Property Taxes, Capitalization, Heter-

ogeneity, and the Theory of the Second Best，＇’ 

Quigley, J.M. (ed.) Perspectives on Local Public 

FinanじE and Public Policy, Vol.2, pp.3-30, JAI 

Press. 

大重斉・中神康博（2004）「コミュニティ構成と地方公

共サービス支出」 mimeo。

中神康博（2004）「分権化と固定資産税の役割」嘉治佐

保子・柳川範之・白井義昌・津曲正俊編『経済学の

進路 地球時代の経済分析J第10章、慶慮義塾大

学出版会。

コミュニティ構成と地方公共サービス支出 19 



研究論文

住宅の品質と所有形態

岩田真一郎・山鹿久木

はじめに

住宅の所有形態は、所有権の強さに依存し、

建物の品質に影響を及ぼす。そこで本稿は、住

宅の所有形態の違い、および建物の所有権に影

響を与える借地借家法が、建物の品質にどのよ

うな影響を及ぼすかを理論的な考察と実証的な

分析を行なうことにより、明らかにする。

日本の代表的な住宅の所有形態は、持ち家と

借家である。ただし、持ち家の場合、土地の所

有者が自己の場合と他者の場合がある。そこで、

以下では、自己の土地に建てた持ち家を「持ち

家J、他者の土地を借り、その土地の上に借地

人が建てた持ち家を「借地」1）と呼ぶ。なお、

「借家」とは、土地と建物の両方が他者のもの

である。

Henderson and Ioannides (1983）は、家主

にとって、借家人が住居を傷つけたり汚したり

しても、その損害をすべて賠償させるような契

約を借家人と結ぶ、ことは困難であるため、一般

に借家人は住居をていねいに扱わない傾向があ

り、借家の品質は持ち家に比べて悪くなると述

べている。一方、金本（1989）は、借家人が住

居をていねいに扱わないのは、借家人が行なう

維持・補修に関する契約が不完全であるからだ

としている。すなわち、借家人の維持・補修投

資の便益は契約期間終了後も発生するが、裁判

所など第三者はその便益や価値を知ることがで

きないため、借家人は契約終了時にその正当な

ため、金本（1989）は、借家人の維持・補修努

力は不十分なものになると述べている。

借地の場合、契約終了後の建物の残存価値は

借地人に帰属される。したがって、建物の使用

方法については持ち家と借地に差はない。しか

し、この場合も、裁判所が建物の価値を過小評

価すれば、借地の品質は持ち家よりも劣化する

可能性がある。

また、借地借家法による借地借家権の保護も、

建物の品質に影響を及ぽす。借家の品質は、借

家人の維持・補修投資や借家の利用状況だけで

なく、家主の維持・補修投資にも依存する。

Albon and Stafford (1990）、 Arnault(1975）、

Frankena (1975）、 Henderson(1985）、

Kiefer (1980）およびMoorhouse(1972）は、

アメリカのいくつかの州で採用されている家賃

規制が2）、家主の維持・補修投資にどのような

影響を与えているかを分析している。その結果、

家賃規制は借家経営の収益を低下させるため、

既存の借家に対する家主の維持・補修投資を減

少させていることを示した九

日本の借家権の保護に偏った借地借家法も、

家賃規制同様に、借家経営の収益を低下させる

ため、家主の維持・補修投資を減少させる可能

性がある九しかし、 Olsen(1988）は、借家

人が家主に代わって建物の維持・補修を行なえ

ば、家賃規制は借家の品質を低下させるとは限

らないという。

Olsen (1988）の議論は、日本の借地借家法

対価を家主から受け取ることができない。この にも当てはまるかもしれない。
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ほか。

金本（1989）の議論によれば、借家権の保護

がない場合には、借家人の維持・補修投資は減

少するから、逆に借地借家法によって借家権を

保護すれば、それは増加することになる。そう

であれば、山崎（1999）が述べているように、

借地借家法によって投資便益の多くは借家人に

帰着する可能性が大きくなるため、維持・補修

投資の権利を家主よりも借家人に与えたほうが

効率的である。しかし、日本の一般の借家契約

では、借家人が建て替えや部屋のリフォーム、

屋根や壁の修理など大掛かりな増改築を行なう

ことは認められていないことが多い。

借地の場合も、借地権保護により、借地人の

投資から得られる便益が高められるため、維持

管理投資が増加する可能性がある。ただし、

Seshimo (2003）は、借地人が契約更新から得

られる便益を、土地の転用から得られる便益に

比べ過大に評価するため、借地権保護は投資水

準を過大にさせる可能性を指摘している。

既存の研究は、建物の品質に影響を及ぼす主

体は家主か借家人のどちらか一方のケースが多

い。実際には、両方の主体が投資を行なう可能

性が高いと考えられる。そこで本稿では、どち

らか一方の主体だけではなく、両方の主体が建

物の品質に影響を及ぽす投資を行なう場合も考

慮し、 CI住宅の所有形態の違いが住宅の品質維

持にどのような影響を及ぽしているのか、②借

地借家法の継続地代（または家賃）抑制主義が

住宅の品質にどのような影響を与えているのか

について、理論的な考察と実証的な分析を行な

うことにより明らかにする。

1 理論的考察

やまか・ひさき
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本節では、①「持ち家j、「借地j、「借家jと

いう住宅の所有形態の違いが、住宅の品質維持

にどのような影響を及ぽすか、~借地借家法の

継続地代（または家賃）抑制主義が住宅の品質

にどのような影響を与えているのかについての

理論的考察を行なう。

住宅の所有形態と住宅の品質

住宅の品質維持は、家主の維持管理投資によ

るところが大きい。家主は現在の価値だけでは

なく、将来、自分自身が居住したり、他人に売

却したり、他人に貸したりするときの価値も考

慮して維持管理投資を実行する。家主の代わり

に、借家人が同ーの維持管理投資を実行するこ

とも可能である。以下では、住宅の所有関係別

に、建物の維持管理投資がどのように異なるの

かを、持ち家を基準に考えてみよう。

持ち家の場合、家主と借家人は同一人物にな

る。したがって、家主の維持管理投資だけを考

えればよしコ。借家の場合、家主と借家人は同一

人物ではない。このとき、仮に家主ではなく、

借家人が建物の維持管理投資を行なうとすると、

持ち家に比べ借家の維持管理投資は減少するこ

とになる。なぜなら、借家人は自分自身が居住

し続けた場合の価値は考えるが、他人に売却し

たり他人に貸したりするときの価値は考慮しな

いからである。したがって、借家の維持管理投

資は家主が行なうほうが品質はより高い水準で

維持され、かつそれが効率的である。このよう

に考えた場合、借家と持ち家の品質は等しくな

住宅の品質と所有形態 21 

nishimura
テキストボックス
（岩田氏写真）

nishimura
テキストボックス
（山鹿氏写真）



る。

次に、借地の場合、借地人は家主であると同

時に借家人でもある。したがって、借地も持ち

家の品質と異なることはない九しかし、借地

の場合は、将来自分自身が居住しない場合に、

次のような問題が生じると考えられる。借地借

家法の下では、借地人は、契約期間終了後に契

約更新をしない場合、建物の残存価値に等しい

金額を地主から補償されることになっている。

これが、市場価値に等しければ問題はない。し

かし、その補償額に関して交渉がまとまらなげ

れば、裁判所が補償額を決定することになる。

ここで、裁判所の判断する補償額が市場価値よ

り低いと予想されれば、借地の維持管理投資が

減少し、借地の品質は持ち家の品質よりも悪く

なる。

持ち家と借家人の維持管理投資がまったく同

じ効力を発揮するならば、借家の品質と持ち家

の品質が等しくなると述べたが、海外の実証研

究はそれを支持していない（Galster1983, 

Gatzlaff, Green and Ling 1998, Shilling, Sir 

mans and Dombrow 1991)。すなわち、借家

の品質は持ち家の品質に比べて悪くなることが

実証されている。そこで、借家人の投資の意味

を次のように変えて考えてみよう。借家人は、

家具を設置・移動したり、絵画やカレンダーを

壁に張ったりするなどの生活活動を営んでいる。

このような活動は、借家人の満足度を向上させ

るが、同時に床や壁を傷つけることになり、住

宅の品質にマイナスの効果を与えることになる

だろう九先にも述べたように、借家の場合、

借家人は将来自分が居住しないときの価値を考

慮しない。したがって、その分、持ち家に居住

する人よりも日々の活動が過剰になる（あるい

は住居をていねいに使用することを怠る） 7）。

その結果、家主の維持投資水準が等しくても、

借家人の負の投資活動が過大なため、借家の品

質は持ち家よりも悪くなる 8）。

借地の場合は、裁判所の判断により建物を失

う補償額が建物の市場評価額より低くなると予
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想されると、家主としての維持管理投資水準は、

先の議論と同様に、持ち家に比べ過小になり、

借家人としての負の活動は持ち家に比べ過大に

なる。その結果、このような状況の下では、借

地の品質は持ち家よりも悪くなる。

借地借家法と住宅の品質

日本では、さらに借地借家法の継続地代（ま

たは家賃）抑制主義のため、借地借家人が将来

居住し続けることを有利にしている。この借地

借家法が住宅の品質にどのような影響を及ぽす

のかを考えてみよう。

借地の場合、地代の低下により借地人の居住

権が保護されるということは、契約更新しなか

った場合の利益を一定として、自分自身が居住

し続ける場合の利益を増大させるため、維持管

理投資を増加させる。この意味で、借地の品質

は借地借家法により改善される。ただし、契約

更新しなかった場合の補償額の問題は変わらな

いため、持ち家ほどには品質はよくならない。

借地人の品質に対する負の投資を別に考えた

場合はどうだろうか。自分自身が居住し続ける

場合の利益の増大は、日々の活動を過剰な方向

に働かせる。ただし、このような行動は将来の

補償額の低下にもつながる。借地人はこのこと

も考慮するため、借地借家法が、負の影響をも

たらす投資行動に与える影響は不確定になる。

結果として、負の影響をもたらす投資行動も考

慮すると、借地の品質は借地借家法により改善

する場合もあれば（ただし持ち家ほどまでには

改善しない）、改悪につながる場合もあるとい

うことになる。

借家の場合、家賃の低下により借家人の居住

権が保護されると、契約更新した場合の家主の

利潤を低下させる。したがって、家主の維持管

理投資水準は借地借家法によりさらに減少し、

借家の品質悪化に拍車がかかる。借家人が完全

代替的な投資を行なった場合はどうだろうか。

確かに、 Olsen(1988）が指摘しているように、

この場合家賃低下は単なるトランスファーであ



るため、借家人はその分投資を増加させる。し

かし、先にも述べたように、借家人は他人に売

却したり他人に貸したりするときの価値は考慮、

しない。したがって、たとえ借家権を保護して

も、持ち家よりは品質は悪くなる。借家人の品

質に対する負の投資を別に考えた場合は、借家

権保護により契約更新した場合の借家人の利益

が増加するため、借家人の日々の活動はさらに

過剰になる。したがって、借地借家法は、家主

の維持管理投資水準をより減少させ、借家人の

負の活動をより過大にさせるため、借家の品質

を借地借家法がない場合に比べ、必ず劣化させ

ることになる。

2実証分析

実証分析に入る前に、第 1節の考察結果をま

とめておこう。ただし、ここでは、家主の投資

は建物の品質に対してプラスの効果を及ぽすが、

借家人の諸活動は建物の品質に対してマイナス

の効果を及ぼすことを前提とした場合の結果を

まとめている。①住宅の所有形態の違いに注目

すると、借地と借家の品質維持は持ち家の品質

維持よりも悪くなる、~借地借家法の存在に注

目すると、借家の品質はさらに悪化する。借地

の品質は、借地権保護により、良くなる場合も

悪くなる場合もある。ただし、良くなる場合で

も、①の所有形態の違いが影響するため、持ち

家ほどには改善しない。第2節では以上のこと

を計量経済学的に分析し、検証していく。

データ

実証分析に用いるデータは、『平成10年住宅

需要実態調査』と『平成15年住宅需要実態調

査』の個票データである。以下で本稿の分析に

用いたデータを解説していく。

(a）老朽度

平成10年、平成15年の『住宅需要実態調査』

では、調査員によって住宅の老朽度が目視によ

り調査されている。老朽度は必要と考えられる

修理の程度によって、平成10年度では 3段階

（無・小修理、中修理、大修理）、平成15年度で

は2段階（無・小修理、大修理）に分けられて

いる。分析では、老朽度のデータを住宅の品質

を表す変数として、プロビットモデルの被説明

変数として用いている九その際、平成10年度

の3段階を 2段階（無・小・中修理、大修理）

に集計しなおし、平成15年度調査の 2段階と同

様にし、修理がそれほど必要ない良い状態の建

物を 1、修理が必要な建物を Oという 2値変数

である 10）。

(b）居住形態

居住形態としては、第 1節で定義したように、

「持ち家j、「借地」、「借家jの3分類であり、

これらの区別をダミー変数で行なっている。

(c）建築年度

住宅が建築された年度を表す。データは平成

10年度調査では14、平成15年度調査では13の階

級に区分されている量的変数である。もっとも

古い年度階級を 1としている。各階級の対応年

度は表 1で示されている。

(d）入居年度

当該住宅に入居した年度を表す変数である。

データは建築年度と同様、量的変数を平成10年

度調査では14、平成15年度調査では13の階級に

区分したものである。

(e）住宅構造

住宅の構造を表すダミー変数である。構造の

種類としては、「木造」（防火木造を含む）、「鉄

筋鉄骨コンクリート造」、「その他」の 3分類で

ある。

(f)床面積

住宅の 1階の床面積である。単位はばである。

(g）所得

『住宅需要実態調査』では、世帯全員の 1年

間の税込みの収入額の合計をきいており、収入

の低いほうから平成10年度調査では 9、平成15

年度調査では13の階級に区分されている。

(h）総合評価

現在居住している住宅およびそのまわりの環

境に対しての、居住者の総合評価である。 4つ
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表 1 割合（%）／平均値

変数名 カテゴリー

よ 、、
住宅の状態

悪 ＼，、

所 有 地

所 有形態 借 地

借 家

建築年度・
HlO年 H15年

入居年度

1 終戦前 S25以前

2 終戦時～ S25 S26～S35 

3 S26～S35 S36～S45 

4 S36～S45 S46～S55 

5 S46～S50 S56～S60 

6 S51～S55 S61～H2 

7 S56～S60 H3～H7 

8 S61～H2 HS～HIO 

9 H3～H5 Hll 

10 H6 日12

11 H7 Hl3 

12 HS Hl4 

13 H9 Hl5 

14 HlO 

木 ス、t旦tヱ

建物構造 鉄筋鉄骨コンクリート造（SRC)

そ IT) 他

床面積（m')

満 足

総合評価
ま あ 満 足

多少不満

非常に不満

世帯人数（人）

世帯主年齢（歳）

H：平成 S：昭和

の階級に分けられた質的変数であり、 1が満足

度がもっとも高く、 4がもっとも低いという順

序付けがされている（表 1参照）。

( i）世帯人数

世帯主を含む世帯人員の数である。

(i）世帯主年齢

世帯主の年齢である。

(k）引越し予定ダミー

『住宅需要実態調査』では住宅の住み替え・

改善の意向があるかどうかを聞いており、改善

の内容も聞いている。それらから現在の居住地

を引越すかどうかを識別することが可能である。

後でみるように、本稿では居住期間を借地借家

権保護の強さの代理変数とする。借地借家人が

今後引越すかどうかは、居住期間に影響を及ぼ
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平成10年 平成15年

89.29 97.60 

10. 71 2.40 

90.19 92.33 

5.17 3.74 

4.64 3.92 

建築年度 J入居年度 建築年度 i入居年度

5.31 . 12.67 6. 78 . 15. 77 

2.24 4.61 4.10 6. 78 

5.45 7.68 12.04 12.69 

13.55 12.90 23.85 19.57 

13.62 10.69 12.56 9.55 

15.42 12.15 11.88 9.23 

12.14 9.67 11.55 9.47 

12. 72 10. 79 8.11 6.95 

7.42 6.84 2.11 1.92 

2.58 2.14 2.27 2.24 

2.65 2.38 1.90 2.06 

3.02 2. 73 1.63 1.97 

2.38 2.59 1.20 1.80 

1. 51 2.15 

92.39 92.81 

5.42 3.45 

2.19 3.74 

87.85 87.12 

11.11 16.57 

55.99 53.47 

28.63 24.83 

4.27 5.13 

3.45 3.23 

55.58 58.39 

すため、このダミー変数を作成する。引越す予

定がある世帯が 1、そうでない世帯がOを表す

ダミー変数である。引越す予定がある居住者と

ない居住者の行動の差が住宅の品質に与える影

響をコントロールするために説明変数として採

用したII）。

(I）建て替えダミー

『住宅需要実態調査』では、住宅の建築時期

と入居時期をきいているが、ある住宅への入居

時期よりもその住宅の建築時期が後になってい

るサンプルがある。『住宅需要実態調査』の質

問票によれば「増改築をした場合は、その部分

が現住宅の床面積の合計の半分以上であれば、

その時期を建築時期とする」と記されており、

これにより入居時期の後に建築時期がきている



サンプルが存在していると考えられる。よって、 表2 (1）式の推定結果

このサンプルを過去において増改築を行なった

住宅と解釈し、住宅の品質に影響を与えると考

えられるため、それについてのダミー変数を作

成し説明変数として加えた。すなわち、入居時

期よりも建築時期のほうが後の住宅をしそう

でないものを Oとするダミー変数である。

以上が、本分析で用いた変数である l九主な

データの割合（平均値）は表 1で示している。

表 lによると、住宅の老朽度について、大きく

修理が必要とされた住宅が平成10年度調査では

約11%あったのが、平成15年では2.4%に減っ

ている。また、居住形態をみると約 9割が「持

ち家jであり、建物構造も木造が約9割を占め

ていることがわかる。

推定モデル

①持ち家、借地、借家という住宅の所有形態

の違いが、建物の品質維持にどのような影響を

及ぽすか、笹借地借家法の継続地代（または家

賃）抑制主義が建物の品質にどのような影響を

及ぽすかについての実証分析を以下のモデルを

用いて検証する。

①についての推定モデル

日本では借地借家については、どの物件も借

地借家法が適用されているため、①だけの効果

を純粋に取り出すことは難しい。したがって、

ここでは借地借家法の効果を含めた所有形態の

違いが建物の品質に与える影響を分析する。分

析手法として、 Gyouroko and Linneman 

(1990）と同様の手法を用いる。彼らは、住宅

の品質の状態が良い（sound）ものを 1、そう

でないものを Oとする 2値変数を被説明変数と

し、家賃規制が建物の品質に与える影響をプロ

ビット推定している。本稿でも住宅の品質を表

す「老朽度jのデータを被説明変数としてプロ

ビット推定を行なう。推定する方程式は、

平成10年 平成15年

Coef. S.E. Coef. S.E. 

借家 0.481 ＊事事 (0.0334) 0.425* ＊ホ (0.0505) 

借地 0.145ホ＊本 (0.0360) 0.267*** (0.0559) 

建築年度 0.196＊事本 (0.0038) 0.188＊＊ホ (0.0077) 

木造 。.133ホ＊本 (0.0468) -0.060 (0.0889) 

その他 0.086 (0.0852) 0.234 (0.1489) 

尿面積 0.002事事＊ (0.0002) 0.001＊＊場 (0.0003) 

定数項 0.201ホ＊＊ (0.0551) 1.157＊ホホ (0.0989) 

サンプル数 44142 45753 

1Rchi2 3771.11 1048.46 

Psudo R2 0.1255 0.1011 

注 1）日傘、＊＊、＊は、推定された係数がそれぞれ 1%、5%、

10%水準で有意なことを示す。

2）定数項は、 SRC造の「持ち家Jを表す。

である。住宅の品質は「老朽度」のデータを用

い、住宅の品質が良いなら 1、悪いなら Oをと

る変数である。住宅の所有形態は「持ち家jを

定数項として、「借地」と「借家」のダミー変

数を加えている。第 1節の理論的な考察から、

借地と借家の品質は持ち家と比較して悪くなる

ということが示されている。このことは、定数

項が持ち家を表しているため、借地と借家のダ

ミー変数の係数がマイナスで推定されれば理論

と整合的になることになる。

住宅の属性を表す変数としては、住宅の建築

年度、構造、 1階床面積である。推定結果は表

2のとおりである。

表 2によると平成10年、平成15年にかかわら

ず借家や借地のダミー変数の係数がマイナスで

推定され、理論的な考察を支持している。また

絶対値では借家の係数値のほうが大きい。定数

項が持ち家を表していることを考えると、借家

や借地は持ち家と比較して、住宅の品質が良い

状態になる可能性が低いということであり、そ

の低くなる度合いは借地よりも借家のほうが大

きいことが示された。

そのほかのコントロール変数の係数値をみて

おこう。建築年度の係数値がプラスであること

住宅の品質 より、より新しい住宅になるにつれ品質が良い

ニ f （所有形態ダミー、住宅の属性） (1) 状態になる可能性が高くなることがわかる。ま
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表3一借地における（2）式、（3）式の推定結果 ②についての推定モデル

平成10年 平成15年 借地借家法の住宅品質への影響

をみるために、サンプルを｛昔士也と

借家に限って、さらにそれぞれ個

別に推定を行なう。推定方法は

Seemingly unrelated bivariate 

pro bitモデルを用いている 13）。

引越し予定ダミー Coef. S.E. C田 t S.E. 

建築年度 0.119*** (0.0207) 0.132＊.命 (0.0300) 

木 I、盛旦0 0.385 (0.2573) 0.349 (0.2506) 

そ の 他 0.418 (0.4153) 0.438 (0.5089) 

床 面 積 0.0002 (0.0013) 0.0001 (0.0022) 

世帯所得 0.121市＊＊ (0.0256) 0.065牢＊ホ (0.0212) 

総合評価 0.095 (0.0729) 0.2字事＊ (O.C708) 

世帯主年齢 0.015*** (0.0045) -0.011 * (0.0058) 

世帯人数 0.031* (0.0188) -O.C74 (0.0528) 

定 数 項 -1.239ホホホ (0.4481) 0.655 (0.5746) 

住宅の品質 Coef. S.E. Coef. SE. 

引越し予定ダミー 1.053＊＊事 (0.2933) -1.28 (1.4849) 

建て替えダミー 0.122 (0.0860) -0.229* (0.1374) 

入居年度×建築年度 l 0.024 (0.0603) 0.236** (0.0988) 

×建築年度2 0.003 (0.0641) 0.143* (0.0848) 

×建築年度3 -0.039 (0.0468) 0.043 (0.0609) 

×建築年度4 0.092ホホ (0.似48) 0.093 (0.0888) 

×建築年度 5 0.187梅市傘 (0.0627) 7 .198事＊ホ (0.1870) 

×建築年度6 0.100 (0.1135) 0.103 (0.1178) 

×建築年度7 0.001 (0.1067) 6.57＊掌＊ (0.3047) 

×建築年度8 0.163 (0.1182) 6.366権．事 (0.3711) 

×建築年度9 4.483＊傘＊ (0.9178) 3.023*** (0.2169) 

×建築年度10 4 .459* * * (0. 7768) 5.516・＊＊ (0.4997) 

×建築年度11 4.179＊事＊ (0. 7950) 5.378事＊ホ (0.5581) 

×建築年度12 4.223＊寧事 (0.8699) 5.225＊事＊ (0.6223) 

×建築年度13 4.022*** (0. 7897) 

建築年度 0.179寧＊事 (0.0198) 0.262＊寧事 (0.0654) 

木 造 0.029 (0.1722) -0.574. (0.3505) 

そ の 他 0.191 (0.3046) 7.614事＊＊ (0.3740) 

床 面 積 0.002** (0.0012) 0.003* (0.0018) 

<;£ 数 項 0.168 (0.2215) 1.127＊傘＊ (0.4094) 

I』gpseud争likelihood 1088.87 547 .50 

第 1節の理論的考察で、借地借

家法の存在が、借家の住宅の品質

を悪化させる傾向にあり、借地の

品質は、借地権保護により、良く

なる場合も悪くなる場合もあると

いうことが示された。よって理想

的には、借地借家法の影響を受け

ている住宅と受けていない住宅を

比較するのが望ましいが、『住宅

需要実態調査Jのデータでは不可

能であったため、借地借家法の影

響を強く受けているものとそうで

ないものの差を比較する。その際

に入居時期を影響の強さの代理変

数として用いている。つまり、入

居時期がかなり前である借地（借

家）人は、長い期間継続地代（家

賃）抑制主義の思恵を受け続けて

きていると解釈し、建築年度が等

しい住宅において、入居時期の差

が住宅の品質に異なった影響を与

サンプル数 1866 1562 

Wald test of p =O chi' (1) =5.70 chi2 (1) =0.51 

Prob.>chi2二 0.02 Prob.>chi2二 0.48

注 I)* * ＊、＊＊、＊は、推定された係数がそれぞれ 1%、5%、10%水準で有
意なことを示す。

2) pは、（2）式と（3）式の誤差項の共分散であり、ゼロであれば内生性の問題は

起こらない。平成10年では内生性の問題が認められる。

3）定数項はSRC造を表す。

た床面積の広い住宅ほど良い状態になる可能性

が高いことが、床面積の係数の推定値がプラス

であることから示された。住宅の構造に関する

係数は平成10年に関しては、木造ダミーの係数

がマイナスで推定されている。定数項が鉄筋鉄

骨コンクリートを表していることから、木造の

住宅は状態が良くなる可能性が低いことがわか

る。このことは平成15年では係数は負であるが

有意ではなかった。
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えるのかどうかを検証する。これ

により、借地借家法の強さの影響が住宅の品質

にどのような影響を与えているかを分析する。

推定するモデルは、

住宅の品質

二 g （入居時期、改築ダミー、引越し予定

ダミー、住宅の属性） (2) 

である。（2）式を、借地と借家について別々に推

定する。

入居時期は、住宅の建築年度の階級ダミーと

交差項になっており、建築年度別に係数を推定

できるようにしている。さらに建て替えダミー



との交差もとっている。したがっ

て、入居時期の係数は、過去に大

きな改築が行なわれていないもの

についてのみ建築年度別に推定さ

れ、過去に大きな改築が行なわれ

たものについては引越し予定ダミ

ーの係数として平均的に評価され

る。

理論的考察を検証するためには、

各建築年度別の入居時期の係数を

みればよいことになる。この係数

がプラスであれば、建築年度を固

定した場合に、入居時期が新しい

ほど住宅の品質がよいことになる。

ここで、入居時期や居住期間に

影響を与える引越し予定ダミー変

数の内生性の問題を考慮する必要

がある。引越し予定ダミーが完全

に外生変数であれば、（2）式のプロ

ビット推定のみでよいが、引越し

予定も住宅の属性によって影響を

受ける可能性があり、その場合に

(2）式の誤差項と引越し予定ダミー

変数との聞に相関があり、内生性

の問題が起こる。そこで、将来引

越す予定があるかどうかの決定を

以下のようにモデル化する。

引越す予定

= h （住宅の属性、居住者の

表4 借家における（2）式、（3）式の推定結果

平成10年 平成15年

引越し予定ダミー Coef. S.E. Coef. S.E. 

建築 年 度 -0.008 (0.0157) 0.029* (0.0162) 
木 造 0.167 (0.1卯6) 0.274 (0.2706) 
そ の 他 0.653 (0.4404) 0.527 (0.3987) 
床 面 積 0.0003 (0.0014) 0.002 (0.0011) 
世 帯所得 0.172＊寺本 (0.0207) 0.081＊＊市 (0.0134) 
総合 評 価 0.188＊事権 (0.0464) 0.128＊.キ (0.0450) 
世帯主年齢 日目025＊＊本 (0目0029) 0.018事事＊ (0.0026) 
世帯人数 0.094＊ホ＊ (0.0257) 0.033 (0.0266) 
耳三 数 項 0.504＊＊事 (0.3181) 0.593 (0.3621) 

住宅の品質 Coef. S.E. Coef. S.E. 

引越し予定ダミー 1.021キ＊ホ (0.1553) 0.611 *. (0.2808) 
建て替えダミー 0.611キ寺本 (0.2559) 0.325 (0.2919) 

入居年度×建築年度 l 0.042 (0.0238) 0.009 (0.0285) 
×建築年度2 0.055* (0.0269) 0.016 (0.0335) 
×建築年度3 0.001 (0.0210) 0.01 (0.0247) 
×建築年度4 0.007 (0.0151) 0.02 (0.0232) 
×建築年度5 0.018 (0.0179) 0.043 (0.0371) 
×建築年度6 0.005 (0.0204) 0.342* (0.1761) 
×建築年度7 0.022 (0.0306) 0.01 (0.0933) 
×建築年度8 0.043 (0.0449) 4.533キ＊事 (0.2729) 
×建築年度9 5.198卒事$ (0.1363) 4.439＊ホ＊ (0.2765) 
×建築年度10 5.134.場事 (0.1593) 4.391＊事＊ (0.3226) 
×建築年度11 1.428＊車掌 (0.1763) 1.675ホ＊ (0.6709) 
×建築年度12 4.893＊事事 (0目2158) 4.062＊.本 (0.3947) 
×建築年度13 4.635＊＊場 (0.2277) 

建築年度 0.151 ＊市本 (0.0253) 0.126＊.市 (0.0396) 
木 造 0.218 (0.2504) 0.315 (0.4640) 
そ 。〉 他 0.833 (0.4593) 0.359 (0.5911) 
床 面 積 0.001＊ホ＊ (0.0012) 0.001 (0.0016) 
定 数 項 0. 352＊本市 (0.2923) 1.001 ** (0.5037) 

I』gpseudcトlikelihood 1739.87 -1327.04 
サンプル数 1713 1691 

Wald test of p =O chi2(1) =19.80 chi2(1) =3.40 

Prob. >chi'=0.00 Prob. >chi'=0.07 

注 1）事事事、＊車、＊は、推定された係数がそれぞれ1%、5%、10%水準で有意なこ
とを示す。

2) pは、（2）式と（3）式の誤差項の共分散であり、ゼロであれば内生性の問題は
起こらないが、両年度ともにρはゼロではない。

3）定数項はSRC造を表す。

属性） (3) も同じ符号であった。将来引越す可能性が高い

ものとして、住宅の建築年度が古いもの、また

世帯の特徴に関しては、収入が高い世帯、住宅

の総合評価が低い世帯、世帯主の年齢が若い世

帯であることが示された。

住宅の属性は、（1）式や（2）式と同様である。それ

らに加えて居住者の属性として、所得、住宅の

総合評価、世帯主年齢、世帯人数を加えている。

(2）式と（3）式を Seeminglyunrelated bivariate 

prob itモデルを用いて推定する1九（2）式と（3）式

の誤差項はともに正規分布であると仮定する 1九

推定結果を表3、表4に報告している。

上段が（3）式の推定結果になる。借地、借家あ

るいは調査年によって、有意かそうでないかの

差はあるが、有意であった係数についてはどれ

下段が住宅の品質（老朽度）を被説明変数と

するプロビット推定モデルの推定結果である。

まず、入居年度の係数についてみていこう。調

査年度や借地、借家に関わらず、過去に大きな

改築を行なっていない住宅に関しては、符合が

プラスで有意に推定されているものが多くみら
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れる。すなわち住宅の建築時期が同じであって

も、居住期間が長いと品質が悪くなる可能性が

高くなるということが示された。しかし、借地

と借家を比較すると、平成10年、平成15年度調

査の両方にマイナスで有意に推定されているも

のが借地のほうにみられる。また、建築年度問

で比較すると、比較的住宅の建築年度が新しい

住宅は、借地、借家に関わらずプラスで有意に

推定されている。入居時期を借地借家法の影響

度の代理変数として考えるとすれば、借地借家

法の影響が強い住宅ほど住宅の品質が悪くなる

という傾向が、借地よりも借家に、また比較的

新しい建築年度の住宅に対して安定的にみられ

ることが示された。

引越し予定ダミーの係数は有意に推定されて

いるものはどれも符号がプラスであった。すな

わち、引越す予定がすでにある世帯は、住宅を

ていねいに使っている傾向にあることがわかる。

一方、過去に大きな増改築を行なった住宅に

関しては、建て替えダミーの係数がマイナスで

有意に推定されていることから、過去に大きな

建て替えが行なわれたにもかかわらず、住宅の

品質は悪い傾向にあるということが示された。

おわりに

本稿では、家主と借家人の双方が建物の品質

に影響を及ぽす投資を行なう場合を考慮し、①

住宅の所有形態の違いが住宅の品質維持にどの

ような影響を及ぽしているのか、 cg:借地借家法

の継続地代（または家賃）抑制主義が住宅の品

質にどのような影響を与えているのかについて

理論的な考察と実証的な分析を行なった。その

結果、家主の投資は建物の品質に対してプラス

の効果を及ぼすが、借家人の諸活動は建物の品

質に対してマイナスの効果を及ぼすことを前提

とすれば、①住宅の所有形態の違いに注目する

と、借地と借家の品質維持は持ち家の品質維持

よりも悪くなること、②借地借家法の影響度が

強くなると、借家においては、住宅の品質はさ

らに悪化し、借地における住宅の品質は、借地
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権保護により悪くなる場合が多いが、良くなる

場合もみられる、ということが理論と実証の両

方から示された。

＊本稿作成にあたり、住宅経済研究会に参加された

方々から有益なコメントをいただいた。御礼申し上げ

る。

｝王

1）ここでいう「借地jに、定期借地は含まれない。

2）借家法と家賃規制の類似点や違いについては

Hubert (1989）、八回（1994）を参照せよ。

3) Gyourko and Linneman (1990）、 Moonand Stot-

sky (1993）はニューヨークの家賃規制が借家の品質

を低めていることを実証している。

4）借地借家法が借家の質的側面に与える影響の分析

は、それが量的側面に与える影響の分析と異なる。

すなわち、後者は借地借家法が新規の借家供給や借

家需要に及ぼす影響を分析するのに対し、前者は、

すでに存在する借家の維持・補修投資の影響を分析

する。

5）本稿では、地主は建物に対してなんら投資活動を

行なわないと仮定している。

6）ただし、借家人は玄関、窓を開けたり、掃除をし

たりするなどの生活活動も営んでいる。これらは、

住居の湿度を調整したり、部屋を清潔に保ったりす

るという意味で、住宅の品質維持にプラスの効果を

発揮すると思われる。このようなことも維持管理投

資と考えれば、家主と借家人の維持管理投資は同ー

とは考えられなくなる。この点は岩田（2001）を参

照せよ。

7）このため、借家契約においては、家主は借家人の

行動を敷金でコントロールしようとする。しかし、

近年の敷金に関わるトラブルの増大は、敷金で借家

人の行動をコントロールすることの難しさを物語っ

ている。

8）この結論は、建物の品質は家主と借家人の投資活

動に依存し、かっそれら 2つの変数の水準が無関係

に決まる（戦略的に独立で、ある）ことを仮定してい

る。この結論は、家主と借家人の投資活動が（戦略

的）補完関係にある場合も支持される。詳細は

Iwata and Yamaga (2004）を参照せよ。

9）調査員の目視という点で、デ←タの信頼性に疑問

がもたれるが、簡単なものであれ、すべての住宅に

ついて共通の基準に基づいて判断がされている。住

宅の増改築にかかった費用額のデータを用いること

も検討したが、過去5年以内に住宅に変化があった

場合にのみ質問されており、用いることができなか

った。

10）この老朽度のデータは、建物の外側からの評価の

みとなるため、内部の老朽度の評価は考慮されてい

ない。

11) ただし、この変数に関しては内生性の問題が考え



られる。そのことへの対策は後述する。

12）このほか、『住宅需要実態調査』には都道府県の識

別が可能である。本稿でもこの都道府県による固定

効果をみた分析も行なったが、それらの固定効果が

ほとんど有意でなかったこと、また推定モデルのひ

とつが収束にいたらなかったこと、さらに都道府県

という地域の違いのくくりが今回の分析において理

論的に重要でなかったなどの理由から、本稿は都道

府県の固定効果を除いて分析を行なった。

13）この手法は、説明変数内に内生性の可能性をもっ

変数が含まれている場合に推定を 2段階に分けて推

定する方法である。

14）内生性の問題の対処方法としては、へツクマンの

2段階推定法や DD推定法などいくつか存在するが、

データの利用可能性や頑健性を考慮して Bivariate

pro bitモデルを今回は採用した。日本の住宅に関す

る内生性の問題を考慮している分析として、大竹・

山鹿（2001、2003）がある。また、 Bivariateprobit 

モデルについては Greene(2003）を参照されたい。

15) (2）式と（3）式の誤差項の共分散をρとすると、 ρがゼ、

ロであれば（2）式のモデルを独立でプロビット推定す

るのが適当ということになるが、表3、表4のρの推

定結果をみると、平成15年の借地以外はすべてゼロ

でない。したがって内生性の問題が起こっていない

と断定することはできない。
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研究論文

小地域情報を用いたホームレス
居住分布に関する実証分析

鈴木亘

はじめに

深刻化するわが国のホームレス問題に対処す

るため！）、政府は平成14年 8月に「ホームレス

の自立の支援等に関する特別措置法」を施行し、

ホームレス自立支援を国および地方自治体の責

務と位置づけた。現在は、各自治体によって具

体的な対策が「ホームレスに関する問題の実情

に応じた施策を実施するための計画」（実施計

画）として実施されつつある。

本稿は、自治体が効果的なホームレス対策を

策定するための基礎資料として、小地域情報を

利用したホームレス居住分布の分析を行なうこ

とを提案し、具体的に全国でもっともホームレ

ス数が多い大阪市における分析を行なった。す

でにそのような観点から分析を行なった例とし

て、著者自身によるもの（鈴木2003）があるが、

本稿はその分析を発展させ、テントや小屋掛け

に居住する「定住型ホームレス」と、ダンボー

ルなどで睡眠を行なう「非定住型ホームレスj

に分けた分析を行なった。また、地域の空間自

己相関を厳密に考慮するなどの方法論の改善も

行なっている。その結果、①定住・非定住別に

ホームレスの居住要因がかなり異なっている、

②ホームレスが近隣地価に負の影響を与えてい

ることなどが新たに明らかとなった2）。

lデータ

本稿で用いるホームレス数のデータは、大阪

市の委託で大阪市立大学都市環境問題研究会が
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行なった「野宿生活者（ホームレス）概数・概

況調査Jである（大阪市立大学都市環境問題研

究会1998）。この調査は、 1998年8月に総動員数

758人目をかけて一斉に行なわれた大規模な目

視調査であり、ダブルカウントを避けるために、

テント等に居住する定住型に関しては昼間、段

ボールなどに就寝している非定住型に関しては

夜間に実施された。確認されたホームレス総数

は8660人であるが、夜間調査で確認した「移動

している野宿者」については、ダブルカウント

のおそれがあるために、合計からは除くことに

した。その結果、合計は8092人であり、その内

訳は定住型が2255人、非定住型が5837人である。

これらは町丁目別の小地域情報としてデータ化

されている。図 1は、ホームレス数を町丁目別

にみた状況である。すでに水内（2001）が指摘し

ているように、大阪市のホームレスは、伝統的

な寄席場である釜ヶ崎地区や梅田・難波の繁華

街を中心にして周辺に広がっていく構造となっ

ていることがわかる。また、大阪城公園、長居

公園などの大規模な公園がある地域にも集中し

ている。

一方、図 2、図 3はそれぞれ定住、非定住に

分けて、ホームレスの分布をみたものである。

図2の非定住ホームレスにおいては、釜ヶ崎地

区に集中する構造がより明確となっており、定

住ホームレスに比べて広域にわたって分布して

いる。それに対して、定住ホームレスは、大公

園や河川敷に分布が集中しており、両者の居住

分布規定要因はかなり異なっていることがうか



がえる。

このホームレス居住分布と関連づけるための

小地域情報は、①地図情報については国土地理

院「数値地図2500（空間都市基盤）」（大阪市 1、

大阪市 2）、②コンビニエンスストア（コンビ

ニ）やスーパーマーケット（スーパー）、レス

トランの住所についてはNT Tインターネット

タウンページのHPから、③行政事務所の住所

は大阪市のHPなどから入手した。④その他、

公園・河川敷面積については、昭文社ジオアト

ラスの面積計算ツールを用いて、公園や河川敷、

空き地等の面積を計算して作成した。

これらの一次データを加工した変数を、ホー

ムレス居住分布の規定要因として用い、関係性

を探る。変数の内容および加工方法の詳細につ

いては表 1、記述統計については表2のとおり

である。

鈴木（2003）同様、「公園・河川敷面積比率」

図1一大阪市におけるホームレスの分布（全体）

図2 大阪市におけるホームレスの分布（非定住）

すずき・わたる

1970年生まれ。 1994年上智大学

経済学部経済学科卒業。 2000年

大阪大学大学院博士後期課程単

位取得退学。（訪日本経済研究セ

ンター研究員、大阪大学大学院

国際公共政策研究科助教授など

を経て、 2004年10月より東京学

芸大学教育学部助教授。

は居住スペース要因、「コンビニ数J「スーパー

数」「レストラン数」は食料調達要因、「ハロー

ワークから500m圏、 1km圏J「高齢者職業紹介

所から500m圏、 1km圏J「西成労働福祉センタ

ーから500m圏、同 1km圏」は就業アクセス要

因、「福祉事務所から500m圏、 1km圏」「区役

所から500m圏、 1km圏」は行政サービス要因、

「保健所・保健センターから500m圏、 1km圏」

「診療所・病院数jは医療アクセス要因とする。

一方、分析対象は、ホームレス町丁目別にホー

ムレス数を居住面積で割った「（面積当たり）

ホームレス数（人／h）」とし、合計数のほか、

定住、非定住別にも作成した。

2推定モデル

小地域データの実証分析に発生する独特な問

題として、小地域聞の相関関係があげられる。

例えば、図 1～図 3のホームレスの地域分布を

眺めると、釜ヶ崎地区や梅田・難波の繁華街を

図3一大阪市におけるホームレスの分布（定住）

。（人） ・圃50ー100
1 5 -100 200 
5 20 -200 500 
20 50 
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表 1 変数加工方法

変 数 内 k廿～ データ出所

（面積当たり）ホームレス数、定住ホー 町丁目別ホームレス数を、町丁目別面積で割り標準化をした。面積については、「数値地
① 

ムレス数、非定住ホームレス数（人Jh) 図25日3」を用いてArcViewにより計算。

公開河川敷面積比率（%） 公園面積を町丁目面積で割ったもの。公園面積は、昭文社「ジオアトラス」の面積計算
② 

ツールを用いて筆者が独自に計算した。

（面積当たり）コンピニ数（店舗数／h) 町丁目内のコンビニ数を、町f日面積で割ったもの。 ③ 

（面積当たり）病院・診療所数（施設数／h) 町丁目内の病院 診療所数を、町丁目面積で割ったもの。 ③ 

（面積当たり）スーパー数（店舗数／h) 町丁目内のスーパー数を、町丁目而積で割ったもの。 ③ 

（面積当たり）レストラン数 (15舗数Jh) 町丁目内のレストラン数を、町丁目面積で割ったもの。 ③ 

ハローワークから500m圏、 lkm圏 ハローワークから500m、 lkm圏内に入る町1日について I、それ以外について Oをと
④ 

るダミー変数。

高齢者職業紹介所から500m圏、 lkm圏 高齢者職業紹介所から耳肋n、lkm圏に入る町TElについて l、それ以外にOをとるダミー変数。 ④ 

西成労働福祉センターから反政n圏、 西成労働福祉センターから 500m、 lkm圏内に入る町丁Hについてしそれ以外につい
④ 

1 km閏 て0をとるダミー変数。

福祉事務所から500m圏、 lkm圏 福祉事務所から宜XJm, 1 km圏内に入る町丁目についてしそれ以外についてOをとるダミー変数。 ④ 

保健所・保健センターから日励n聞、 保健所・保健センターから 500m、 1km閑内に入る町J日についてしそれ以外につい
④ lkm圏 て0をとるダミー変数。

区役所から500m圏、 lkm圏 区役所から日肋n閥、 lkm圏内に入る町丁目についてしそれ以外についてOをとるダミー変数。 ④ 

データ出所）①ホ」ムレス数については、大阪市内における野宿生活者の概数概況調奇。面積については、国土地理院「数値地図2500（空間

都市基盤）」から GISにより計算。

②筆者試算

③ N1Tタウンベ ジの住所からアドレスマッチングをして集計

④大阪市ホームベージの住所からアドレスマッチングをして集計

表2 記述統計
（データ数： 1901)

平均値 標準偏差 最小値 最大値

町j目面積（h) 11.71427 12.92618 0.54 291.55 

ホームレス数 4.2回921 23 .653C8 。 424 

非定住ホームレス数（面積非考慮） 3.070489 17 .35946 。 358 

定住ホームレス数（面積非考慮） 1.186218 10.3臼日3 。 261 

公闘・河川敷面積（h) 0.5938401 3.978189 。 119 

病院診療所数 0.3445555 。千日01188 。 12 

コンピニ数（面積非考慮） 0.5244608 0.8310148 。 8 

スーパー数（面積非考慮） 0.3487638 0. 7531581 。 6 

レストラン数（面積非考慮） 0.446607 1.411947 。 25 

ホームレス数（人／ h) 0.4890663 2.169249 。 43.069 

非定住ホームレス密度（人／ h) 0.3895229 1.842559 。 37 .699 

定住ホームレス密度（人／ h) 。目0999532 0.5968日44 。 10.054 

公園河川敷面積比率（%） 3.633309 10.99272 。 131臼4

ハローワークから500m圏 0.C762756 0.2655085 。
ハローワークから lkm圏 0.2056812 0.4043049 。
高齢者職業紹介所から500m圏 0.1178327 0.3224似8 。
高齢者職業紹介所から lkm圏 。目2臼0195 0.4403887 。
西成労働福祉センターから500m圏 0.0126249 O.lll6786 。
丙成労働福祉センターから 1km圏 0.0331405 0.1790503 。
保健所から500m圏 0.2461862 0.4389017 。
保健所から 1km圏 0.6191478 0.4857241 。
福祉事務所から日Om圏 0.2225145 0.4160443 。
福祉事務所から lkm圏 0.6007365 0.4898759 。
医役所から閃8m圏 o.2162c2 0.4117619 。 1 

区役所から lkm圏 0.5902157 0.4919232 。
コンピニ数（店舗数／ h) 0.0656928 0.1186459 。 1.226 

病院・診療所数（施設数／ h) 0.0425939 O.JC犯3067 。 1.025 

スーパー数（店舗数／ h) 0.0384219 0.0942855 。 0.868 
レストラン数（店舗数／h) 0.0711536 0.2366525 。 3.27 

注）各変数の出所、加工方法については表lを参照。
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中心として周辺に広がる空間的自己相

聞がみてとれる。そこで、誤差項の空

間相聞を考慮する空間回帰分析として、

次のような SAR(Simultaneously 

Autoregression Model)お よ びMA

モデル（MovingAverage Model)を用

いた分析を行なう。

YニβX十ρW(YβX）十ε （1)

Y＝βX十ε＋ρwε （2)

Yは被説明変数、 Xは説明変数の

行列、 E は各要素が互いに独立に平均

0、分散 σの正規分布に従う列ベク

トルであり、 ρ，σは空間回帰によって

推定されるパラメー夕、 W はSpatial

Weight Matrix3＞である。

説明変数は、前節であげた「公園・

河川敷面積比率J「ハローワークから

の距離閏」「高齢者職業紹介所からの

距離圏」「西成労働福祉センターから

の距離圏」「保健所からの距離圏」「福

祉事務所からの距離圏j「区役所・保



表3 ホームレス数関数の推定結果

説明変数
OLS OLS SAR SAR MA MA 

モデルl モデル2 モデル3 モデル4 モデル5 モデル6

公園河川敷面積比率 0.0198キキ 0.0186** 0.0203ホ＊ 0.019＊本 。.0205帥 0.0185** 
(0.0037) (O.OC37) (0.0037) (0.0037) (0.0037) (0.0037) 

ハローワークから半径500m圏内 0.3792• 0.39似＊ 0.3141* 
(0.1622) (0.1625) (0.1596) 

ハローワークから半径1km圏内 0.4007** 0.4089** 0.4182** 
(O. lll4) (0.1123) (0.113) 

高齢者職業紹介所から500m圏内 0.4907•• 0.4881 ** 0.4406材

(0.1394) (0.1389) (0.1403) 

高齢者職業紹介所から lkm圏内 0.6338** 0.6105** 0.6033帥
(0.1076) (0.1072) (O. lll4) 

西成労働福祉センターから 500m圏内 6.0003紳 6.35J7帥 5.9965** 6.3592キ宇 5. 7568帥 6.3446帥
(0.4664) (0.4662) (0.4661) (0.4661) (0.4589) (0.4676) 

西成労働福祉センターから 1km圏内 3.3325** 3.2827** 3.3245** 3.2832柿 3.2941*• 3.3189＊端

(0.2871) (0.28fil) (0.288) (0.2867) (0.2947) (0.2933) 
保健所・保健センターから500m圏内 0.8321本＊ 0.8222** 0.8245** 

(0.1655) (0.1653) (0.1642) 
保健所・保健センターから lkm圏内 0.0649 0.0676 0.0887 

(0.1582) (0.1582) (0.1596) 
福祉事務所から5J0m圏内 0.9219** 0.9167** -0.9422** 

(0.21) (0.2094) (0.2C79) 

福祉事務所から lkm圏内 0.1603 -0.1757 -0.2089 
(0.1903) (0.1905) (0.1919) 

区役所から500m圏内 0.2944 0.3138 0.3095 
(0.1698) (0.17) (0.1674) 

区役所から lkm圏内 0.1685 0.1974 0.1797 
(0.1452) (0.1457) (0.1468) 

コンビニ数 0.5943 0.2鉛8 0.5閃9 0.2598 0.5585 0.2601 
(0.3606) (0.3607) (0.36Cfi) (0.3608) (0.3598) (0.3638) 

病院・診療所数 0.2174 0.016 0.2212 0.0115 0.2332 0.0036 
(0.4108) (0.4107) (0.41) (0.4101) (0.4092) (0.4139) 

スーパー数 0.3348 -0.2543 。.3032 ← 0.2364 -0.3101 0.1962 
(0.436) (0.4332) (0.4356) (0.433) (0.4346) (0.437) 

レストラン数 0.4777* 0.2C94 。目4759* 0.2077 0.4749* 0.2614 
(0.1905) (0.1891) (0.1903) (0.1892) (0.1888) (0.1901) 

定数項 0.0113 0.0848 0.0146 -0.0913 0.0188 -O.C973 
(0.0582) (0.0732) (0.0557) (0.072) (0.0628) (0.0756) 

問10 0.001685 -0.001194 0.004734 0.00253 

S.E. 1.766 1.758 1.76528 1. 75813 1. 763 1. 77446 
N 1901 1901 1901 1901 1901 1901 

Moran’s I Statistic 15.48 14.61 0.7989 0.6342 1.201 0.668 
[0.0000] [0.0000] [0.4243] [0.526] [0.2298] [0.5041] 

注） （ ）内は襟準誤差、 Moran'sIの［ ］内はTw＇争Sidedp-valueである。＊および帥は、それぞれ 5%、 1%基準で有意であることを示す。

健センターからの距離圏jのほか、「コンビニ

数」「病院・診療所数」「スーパー数J「レスト

ラン数」（すべて面積当たり）である。距離圏

については距離圏選択の恋意性を考慮するため

に、 500m圏と 1km圏の 2種類について分析を

行なった。ただし、日雇い労働の紹介所（寄席

場）である西成労働福祉センターの近隣は、図

1、図 2、図 3からうかがえるように、とくに

ホームレス居住と関係が深いために、すべての

推定で500m圏、 1km圏の両者を用いた。

まず、空間的自己相聞を考慮、しない通常の

OLSによってホームレス数を推定してみると

（表3、モデル 1、2）、誤差項の Moran’sIは

それぞれ15.48、14.61であり、誤差項に空間的

自己相関が存在しないという帰無仮説は 1%基

準で棄却されてしまう。

3推定結果

そこで、空間相関を考慮したモデルにより推

定を行なう。鈴木（2003）では、 SpatialWeight 

Matrixの近隣の定義として、お互いの地区に

接しているという 1次の近隣の定義を用いてい

たが、空間自己相聞が排除し切れていないとい

う課題があった。本稿では、 7次にまで定義を
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表4一定住・非定住別のホームレス数関数の推定結果 表5 住宅地価関数の諸変数の加工

被説明変数 定住ホームレス 非定住ホームレス 変 数 内 ，廿＃ー・ 出典

説明変数
SAR SAR SAR 

モデル7 モデル8 モデル9

公閑河川敷面積比率 O.OC94料 0.0092帥 O.OIC9柿

(0.0011) (0.0011) (0.0032) 

ハローワークから半径500m圏内 0.0839 0.3198* 
(0.0501) (0.1401) 

ハローワークから半径！km圏内 0.0775キ
(0.0349) 

高齢者職業紹介所から500m圏内 0.0747 0.41 ** 
(0.0427) (0.1198) 

高齢者職業紹介所からlkm圏内 0.1233帥

(0.0328) 
西成労働福祉センタ｝から500m圏内 0.6562** 。ー7133本＊ 5.3'18宇＊

(0.1436) (0.1435) (0.402) 

西成労働福祉センヂーからIkm圏内 0.8603** 0.8581 ** 2.4593** 
(0.0889) (0.0885) (0.2483) 

保骨折・保健セけーから500m圏内 。.1388** 0.6829ホ＊

(0.0589) (0.1426) 

保健所保健センターからlkm圏内 0.0427 
(0.0487) 

福祉事務所から5加m閤内 0.0971 0.8185** 
(0.侃44) (0.1807) 

福祉事務所から！ km圏内 0.0935 
(0.0587) 

｜ズ役所から500m圏内 0.0012 0.3119ホ
(0.0524) (0.1466) 

灰役所から！ km閤内 0.0849 
(0.0451) 

コンビニ数 0.1333 0.2071 0.6902* 
(O. llll) (0.1112) (0.311) 

病院診療所数 0.1788 -0.2279 0.3978 
(0.1262) (0.126) (0.3537) 

スーパー数 0.0841 0.0729 0.2146 
(0.1342) (0.1333) (0.3757) 

レストラン数 0.0321 O. ll05 0.5071紳

(0.0586) (0.0582) (0.1641) 

定数項 0.0272 0.0046 O.Oll2 
(0.0168) (0.0217) (0.0482) 

問10 0.002719 0.002981 0.001554 

S.E. 0.543988 0.541303 1.52263 
N 1卯1 1901 1901 

Mor田’sI Statistic 0.9699 0.9428 0.6692 
[0.3321] [0.3458] [0.5034] 

SAR 

モデル 10

0.0097** 
(0.0032) 

0.3338判

(0.0968) 

0.4895** 
(0.C928) 

5.6398** 
(0.403) 
2 .4155** 
(0.2477) 

0.0274 
(0.1367) 

← 0.0805 
(0.1646) 

0.1077 
(0.1258) 
0.4734 
(0.3119) 
0.2337 
(0.3547) 

0.1617 
(0.3744) 
0.3144 
(0.1635) 

-0.0853 
(0.0625) 
-8.19E-04 

1.51987 
1901 

0.4541 
[0.6497] 

住宅地価 公示地価（平成10年 1月1日）お
（円 Im') よぴ都道府県地価調査（平成IO年 ① 

7月1日）の Im＇当たりの住宅地
価格

通勤時間 最寄駅から市営地下鉄梅田駅・な

（分） んば駅のうち近いほうまでの通勤
① 

時間。「駅すぱあと」（株）ヴア
ル研究所により試算

駅までの 最寄駅までの距離
① 

距離（m)

地積（ぱ） 標準値の登記簿記載面積 ① 

公示地価 公示地価の場合に Iをとるダミー
① 

ダミー 変数

公閏面積 地価の所在地番から同心円内（半
② (m') 径500m）にある公図面積

コンビニ 地価の所在地番から同心円内（半
③ 

数 径500m）にあるコンビニ数

スーパー 地価の所在地番から同心円内（半
③ 

数 径500m）にあるスーパー数

レストラ 地価の所在地番から同心円内（半
③ 

ン数 径500m）にあるレストラン数

病院・診 地価の所在地番から同心円内（半
③ 

療所数 径ω白n）にある病院・診療所数

人口数 地価の所在地番から同心円内（半
④ 

径500m）に居住する住民数

ホームレス 地価の所在地番から同心円内（半

数（合計定 径500m）に居住するホームレス ⑤ 
住、非定住） 数

ホームレス 地価の所在地番から同心円内（半

数予測値（ 径500m）に屑住するホームレス
② 

合計定住、 数の予測値（SARモデルによる推
非定住） 定予測値から計算）

データ出所）①地価公示（平成10年）、都道府県地価
調査標準価格一覧（平成10年）

②筆者試算

注） （ ）内は標準誤差、 Moran'sIの［ ］内はTw研Sidedp-valueである。 ③ N'ITタウンページの住所からアドレス
マッチングをして集計

＊および材は、それぞれ5%、 1%基準で有意であることを示す。

広げた結果、モデル 3以降のすべての推定で

Moran’s Iは小さくなり、空間自己相聞を考慮、

することに成功している。

まず、 SARによって推定した結果が表 3の

モデル 3、 4である。鈴木（2003）の報告と同様、

就業アクセス要因がすべて有意に影響しており、

これは500m圏の定義においても、 1km圏の定

義においても頑健な結果となっている。そのほ

か、モデlレ3のsoom圏の定義では保健所・保

健センターからの距離圏や福祉事務所からの距

離圏、レストラン数などが有意に影響している

ことも鈴木（2003）と同様である。また、 MA
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④国勢調査（平成7年）
⑤大阪市内における野宿生活者の概数概

況調査

モデルによって推定されたモデル 5、6も

SARモデルとほぼ同様の結果となっている 4）。

次に、定住・非定住別に推定した結果が表4

に示されている。定住ホームレスについての結

果をみると、モデル 7においてハローワークか

らの距離圏や高齢者職業紹介所からの距離圏が

有意ではなく、就業アクセス要因と関係が薄れ

ていることがわかる。モデル 8では両変数の関

係は認められるものの、係数の大きさは小さく、

定住ホームレスの人数が少ないことを考慮しで

も、ホームレス全体あるいは定住ホームレスよ



表6 住宅地価関数の 推 定 結 果 I 被説明変数： In（住宅地価）

モデル11 モデル12 モデル13 モデル14

ホームレス 定住 非定住 定住 非定住

現実値、予測値の区別 現数値 現数値 予測値 予測値

ln （通勤時間） 0.1583113紳 0.1562246帥 -0.1718308材 0.1703817ホ＊

(0.0291563) (0.0293478) (0.0291121) (0.0291782) 

ln （駅までの距離） 0. 0789252* * -0.0794017帥 -0.0814819** 0. 0813676** 

(0.0122962) (0.0123231) (0.0122781) (0.0122卯9)

ln （地積） 0.0349038 0.0354829 0.033233 0.033497 

(0.0196005) (0.0198566) (0.0195154) (0.0195939) 

公示地価ダミー 0.00102C7 0.0028953 -0.(000772 0.0005213 

(0.0171279) (0.017(781) (0.0166785) (0.0167532) 

近隣環境1：公園面積 0.000000865帥 0.000α）（）951 ** 0.00000137** 0.00αl0113材

( 0. 000000261) (0.00α以〕251) ( 0. 000000254) (0.00α泊0236)

近隣環境2：コンビニ数 0.0114834** 0.0112303ホキ 0.0101562• 0.0111118** 

(0.0042286) (0.004264) (0.004189) (0.0042271) 

近隣環境3：スーパー数 0.0106234* 一0.0111405* -0.013769キ＊ 0.0133614** 
(0.0044632) (0.0044631) (0.0044(33) (0.0044199) 

近隣環境4：レストラン数 。.0276129本＊ 0.0277881 ** 0. 0288189** 0.0294152** 

(0.0054964) (0.0056512) (O .C056178) (O.C[55941) 

近隣環境5：病院・診療所数 0.0085043 -0.0090134宇 0.0078611 。.OC73753
(0. 0043794) (0.0044781) (0.0043989) (0.0044146) 

近隣環境6：人口数 0.αXゆ0765キネ 0.αXゆ（774** 0.αX削 919材 0.αX削 885帥

(0.0000028) (0.00000287) (0.00000268) (0.00000269) 

近隣環境7 ホームレス数 0.0015955 0.α旧日3569 -0.0032607糾 0.α児7525材

(0.0013922) (0.0003172) (0.0009606) (0.0002556) 

定数項 13.44407** 13.43764料 13.51C96** 13.50103ホ＊

(0.1547855) (0.1573062) (0.1545778) (0目1556231)

R' 0.4307 0.4304 0.4404 0.4375 

注）サンプル数は3500 ( ）内は、 Whiteによる一致性を持つ標準誤差。＊＊＊は 1%基準、仲は 5%基準、川主10%基準で有意であることを示す。

表7 住宅地価関数の推定結果2 被説明変数： In（住宅地価）

モデル15 モデル16 モデル17 モデル18

ホームレス 定住 非定住 定住 非定住

現実値、予測値の区別 現数値 現数値 予測値 予測値

ln （通勤時間） -0.0438193 -0.0135385 -0.2242223 0.24258 

(0.5Jl624) (0.512459) (0.4753516) (0.4745154) 

ln （通勤時間） 2乗 -0.0193929 -0.024124 0.0086812 0.0120134 

( 0. 0836382) (0.0852496) (0.0796105) (0.0794838) 

ln （駅までの距離） 0.285807 0.2919112 。.3205301 0.31640C5 

(0.1781989) (0.1785922) (0.1817649) (0 .1806898) 

In （駅までの距離） 2乗 -0.0288499宇 -0.0293668本 -0.0317661* -0.0314283* 

(0.0137C91) (0.013742) (0.014018) ( 0. 0139332) 

In （地積） 0.0344525 0.0349652 0.0322706 0.032518 

(0.0192978) (0.0195104) (0. 0191324) (0.0192199) 

公示地価ダミー 0.0027264 0.0044979 0.00157(7 0.002157 

(0.0171018) (0.0170661) (0.016682) (0.0167529) 

近隣環境 l：公園面積 0. OOOOOC858端＊ 0.0αゅ日正929判 0.00α旧日137材 0.αl000112料

(O.OOOC日0255) (0.00α沿0244) (0. 000000246) (0.000000229) 

近隣環境2：コンビニ数 0.0112283** 0.0110138** 0.0096838本 0.0106627* 

(0.00418C9) (0.0042091) (0.0041373) (0.0041668) 

近隣環境3：スーパー数 0.0105964* -0.0110636キ -0.0135'l03＊本 0.0130992ホ＊

(0.00452) (0.0045213) (0.0044475) (0.0044636) 

近隣環境4：レストラン数 0.0277084紳 0. 0278505** 0.0289317** 0.0295612紳

(0.0054679) (0.0056037) (0.0055696) (0.0055469) 

近隣環境5：病院・診療所数 -0.0087506ホ -0. OC92297* ← 0.0082401 0.0077361 

(0.0042942) (0.0043781) (0.0042994) (0.0043204) 

近隣環境6：人口数 0. oooc 0693* 0.00000696* 0.00000873料 0.00000843** 

(0.α的00289) (0.0側 0296) (O.α以）（）281) (0.0000C281) 

近隣環境7：ホームレス数 O.CJ14302 0.0003317 -O.C033889帥 0.00[7858帥

(0.0013707) (0.α泊3152) (0. 0009385) (0.αl02505) 

定数項 12 .14711 ** 12.07933キ＊ 12.34131 ** 12.37318** 

(1. 015211) (1.032286) (0.9907卯4) (0.9897088) 

R' 0.4387 0.4387 0.45J2 0.4472 

注）サンプル数は350。（ ）内は、 Whiteによる 致性を持つ標準誤差。帥＊は 1%基準、料は 5%基準、叫ま10%基準で有意であることを示す。
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りも関係が薄いことがわかる。また、モデル7

で保健所・保健センターからの距離圏が有意に

なっているほかは、すべての変数が有意な影響

となっておらず、定住型ホームレスはこれらの

要因とは独立した自立型の生活を送っているこ

とが示唆される。

一方、非定住ホームレスについての推定結果

では、まず就業アクセス要因との関係が深いこ

とが特徴的である。とくに、西成労働福祉セン

ターから500m圏では係数が非常に大きく、定

住ホームレスの 8倍程度となっていることか

ら5）、釜ヶ崎への依存関係が明白である。また、

モデル9は区役所からの距離圏、コンビニ数、

スーノf一数なども有意であり、食料調達面や行

政サービスの面でも依存性が高いことがうかが

える。

4近隣地価への影響

鈴木（2003）では、ホームレスの居住が近隣地

価にどのような影響を与えるかについてへドニ

ック地価関数による分析を行なっているが、本

稿では定住・非定住ホームレス別に分析を深め

ることにする。分析の対象となる住宅地価のデ

ータは、 1998年における大阪市の地価公示およ

び都道府県地価調査における住宅地価である。

地価を説明する要因としては、通勤時間（最寄

駅から市営地下鉄なんば駅もしくは梅田駅の近

い方への時間：分数）、駅までの距離（m）、地

積（ぱ）といった属性変数のほかに、近隣環境要

因として、本稿で作成したデータから、コンビ

ニ数、スーパー数、レストラン数、病院・診療

所数、人口数、ホームレス数などを用いること

にする。これらの近隣環境のデータは、住宅地

の地番から半径500mの同心円を描き、その中

に含まれるデータを計算した6）。データ加工方

法の詳細は、表5のとおりである。

推定結果は通勤時間、駅までの距離について

1次項を考慮したものが表6、2次項まで考慮

したものが表 7である。まず、表6でホームレ

ス数を現数値のまま説明変数としたモデル11、
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12の結果をみると、定住・非定住ともに近隣住

宅地化への影響は有意とはなっていない。しか

しながら、ホームレス数は外生変数ではなく、

地価が高く環境の良いところほどホームレスが

増えるという内生性が存在すると考えるほうが

現実的でトある。もしくは、この地価関数の説明

変数では説明しきれなかった要因（省略変数）

とホームレス数が相関していると考えられる。

この場合、ホームレス数の係数は一致性を持た

ないことになってしまう。そこで、前節表4の

モデル 7およびモデル 9の推定結果からホーム

レス数の予測値を計算し、それを地価関数の説

明変数として用いる 2段階推計を行なうことに

する。この場合の推定結果を見ると、モデル13、

14ともにホームレス数は負で有意な結果となっ

ている。とくに、定住ホームレスの係数は非定

住と比べて 4倍程度大きく、ホームレスが10人

増加すると 3%程度地価が下がるという関係と

なっている。これは関数型を変えた表7の場合

にもほとんど結果が変わらない。したがって、

ホームレス数が地価に影響を与えていないとす

る鈴木（2003）の結論とは異なる結果となった。

これは、鈴木（2003）.では 1段階めのホームレス

数の推定が空間自己相聞を処理し切れていなか

ったことや、そもそも分布が異なる定住・非定

住ホームレスを分割せずに説明力の低い予測値

を用いていたことが原因であると思われる。し

たがって、本稿の結果のほうがより信頼性の高

い結果であると考えられる。

おわりに

本稿は、鈴木（2003）で行なわれた小地域情報

を用いたホームレス居住分布の分析を発展させ、

定住・非定住別ホームレスの居住規定要因を、

より厳密な統計的方法で検証した。その結果、

定住・非定住別に状況がかなり異なっており、

前者は自立度が高い一方、後者は就業アクセス

や食料調達など周辺の環境への依存’性が高いこ

とがわかった。とくに、非定住ホームレスは釜

ヶ崎地区への依存が高い。



また、ホームレス居住が近隣の住宅地価へ与

える影響を、改善された方法を用いて分析した

結果、ホームレス居住が近隣地価を下げている

という結果が得られた。しかしながら、このこ

とはホームレスを近隣地域から排除すべきとの

論理を正当化するものではない。むしろ、この

ような負の外部性があるからこそ、政府や自治

体が税金を用いてホームレスの自立支援策を行

なうことが正当化されると解釈すべきである。

また、これまで倫理的な批判の多かった地域住

民の反対運動も理由なく存在しているのではな

いことがわかったO 政府・自治体は地域住民に

しかるべき所得保証を行なうなど、早急な政策

的対応を行なうべきであり、この観点からもホ

ームレスの自立支援対策が急がれるべきである

と言えよう。

＊大阪市立大学都市環境問題研究会（代表者：森田洋

司大阪市立大学教授）に対して、本稿の分析の元にな

ったホームレス概況・概数調査の町丁目別データをご

提供いただいたことに感謝を申し上げたい。また、第

117回住宅経済研究会で発表した旧稿に対して参加者の

皆様から数多くの有益なコメントを頂戴した。改めて

感謝をする次第である。

｝王

1）平成15年現在の公表値でわが国のホームレス数は

2万5296人に達しており、大阪府 (7757人）や東京

都（6361人）といった大都市部を中心に、すべての

都道府県にまたがる581市町村で存在が確認されてい

る。

2）ところで、小地域情報を用いて、このような観点

からホームレスの地域分布を分析した先行研究例は、

わが国はおろか、諸外国においても見当たらない。

米国においては、 O’Flaherty(1996）に代表されるよ

うにホームレスに対して経済分析が進んでおり、都

市聞のホームレス分布についても分析が進んでいる

が、それらはもっぱら住宅政策の観点から分析され

ている。たとえば、 Quigley( 1990）、 Honig and 

Filer (1993）、 Grimes and Chressanthis (1997）、

Early and Olsen (1998）、 Yingand Park (2000）、

Quigley, Raphael and Smolensky (2001)などは、

全米都市のクロスセクションデータやパネルデータ

を用いて、賃貸住宅市場の需給がタイトである都市

ほど、ホームレス人口比率が高いことを報告してい

る。また、 Grimesand Chressanthis (1997）、 Early

and Olsen (1998）は、とくに家賃統制法を実施して

いる都市においてホームレスが多いことを報告して

おり、家賃統制の是非をめぐっても論争が起きてい

る。

3）近隣地区がしそれ以外がOとなる行列である。

4）したがって、以下は SARのみの結果を報告する。

5）非定住ホームレスと定住ホームレスの比率は2.6倍

程度（5837/2255）であるから、もし両者の分布が同

様であれば各変数の係数は2.6倍程度にしかならない

はずである。

6）人口数やホ←ムレス数といった町丁目別のポリゴ

ン（面）データについては、①同心円を描いて町丁

目ポリゴンデータを分断し、②町丁目の同心円内に

入る面積を町丁目面積で割った「割合jを計算し、

③町丁目のデータに割合を乗じたものを、④同心円

内で足し上げた。
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海外論文紹介

持家居住が子どもの成育の質に与える影響
Haurin, D. R., T. L. Parcel and R. ]. Haurin (2002）“Does Homeownership Affect Child Outcomes？，” 

Real Estate Economics, 30, pp.635 666. 

はじめに 1基本モデル

米国では、持家居住者は税制を通して優遇されて 基本モテ、ルは、 Becker(1965）の家計内生産関

おり、加えて、住宅都市開発省、州、そして地方自 数モデルを利用して、以下の 3つのモデルを考える。

治体による多くの政策プログラムが、住宅取得の促 i番目の子どもに対して、

進を目標としている。しかし、持家居住が世帯構成

員に与える影響について分析した研究は、それほど

多く存在しない。今回紹介する Haurin,Parcel and 

Haurin (2002）は、持家居住が、認識力（理解力）

や素行といった子どもの成育の質に、どのような影

響をもつのか検証している。

持家居住が子どもに影響するメカニズムには、持

家居住者の高い投資意欲と、地理的な安定性があげ

られる。持家居住者は、借家居住者に比べ、修繕・

補修などのため、住宅に対する投資を大きくする傾

向がある。 Parceland Menaghan (1994）などの

先行研究では、修繕・補修等による物理的な住環境

の質の改善は、子どもの認識力や行動に大きく影響

することが示されている。

Elton and Packer (1986）などは、これらの住環

境の改善は、社会的な孤立といった心理的なストレ

スを軽減する役割を果たし、また、住宅を所有する

こと自体が、世帯の生活満足度を高めると主張して

いる。このように優れた住環境をもち、生活満足度

の高い世帯では、子どもに対する感情面でのサポー

トも優れており、子どもの素行や認識力の向上を導

社会学的には、社会資本は、婚姻状態や地域社会

等の安定をもたらし、子どもの成果に大きな影響を

与えるとされる。持家居住者は、移住コストが高い

ため、長く Iカ所に住みつづける傾向にあり、近隣

の環境やコミュニティに進んで参加し投資をする。

近隣の社会資本への投資は地域のネットワークを生

み出し、子どもの成育に正の効果をもたらす。
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HiT二 f1(0;T,XIT) 

Crr =f2 (O!T,H;T,Z;T) 

BiT =f, (01T,H1T,Zrr) 

(1) 

(2) 

(3) 

ここで、 t二 I，…，Tで、 Tは現在時点を表す。（1)

式は、現在の持家居住状況（0;T）と制御変数のベ

クトル（X,T）が、現在の住環境（Hn）を生産す

ることを表している。（2）式、（3）式は、子どもの現在

の認識力（CIT）と素行 (B;T）についてのモデルで

ある。これらの変数は、現在の住環境と現在にいた

るまでの他の説明変数（Z11）の関数であると仮定

する。なお、現在の持家居住の子どもの認識力や素

行に及ぼす効果だけでなく、持家居住期間の子ども

の成育への影響についても検討する。

実際の推定に際しては以下のような線形の変量効

果モデルを仮定する。

H1T ＝β'110n＋ゐ，X1T＋αHI十εHiT

C1T＝βc0n十XcH1T十O'cZ;T＋αc1+c，いT

BIT二 βs01T+ XsH1T +O's’ZIT＋αs；＋εBIT 

(4) 

(5) 

(6) 

ここで、世帯に固有の特性誤差αIiiは、住環境整

備に関する観測されない両親の能力や姿勢を表すo

CHJTは、平均ゼロの確率的な要素である。認識力と

素行の関数において、 αιiとαBiは、子どもに固有の

特性誤差で、観測されない先天的な能力や世帯固有

の影響要因を反映している。 εCITとCBiTはどちらも

平均ゼ、ロの確率変数、 αiは時間について不変で、平

均ゼロの確率変数であると仮定する。この変量効果

アプローチを使うことで、母集団に対し標本が小さ

くても、自由度を確保し適切な推定が可能になる。

j番目の方程式について、仮定したモデルの確率



的な特性は以下のとおりである (j=H,C,B）。ここ

で、方程式聞の誤差項は無相関と仮定する。

E［αii]=O, E［弓iTl二 0,E[af1] = d., E［εTIT l二 σL

E［α，1E;kT] = 0 for all i, T and k 

E［εJiTCjkSJ工 Oif TヰSor iヰk

E［α，1a;k]=O if iヰk

持家居住の影響を考えるとき、持家志向と子ども

への投資意向の両方に影響を与える観測されない変

数の存在に注意が必要である。持家居住世帯は子ど

もへの投資も多い傾向があるので、標本世帯が、持

家居住と子どもへの投資について、ラン夕、ムでなく

偏りを持って選択されるというサンプル・セレクシ

ョン・バイアスの問題が生じる可能性がある。この

問題を解決するため、（5）式、（6）式については、 Bar-

now, Cain and Goldberger (1981）が提唱したトリ

ートメント・エフェクト・モデルを導入する。すな

わち、プロビットモデルによって、両親のテニュ

ア・チョイスを推定した後、借家居住者と持家居住

いる。子どもについては、 1988年に 5～ 8歳の子ど

もを対象とし、 1994年まで隔年で、認識カテストの

結果を直接比較できる。基本的な観測値は、 1026人

の子どもに対するパネルデ←タで、 4年で4104の観

測値が存在する。

従属変数に使用するデータについて見ると、まず

住環境変数について、 NLSYCでは、以下の 2つ

の住環境指標が報告されている。ひとつは、

Home-Cで、建物や生活空間の物理的な質の改善

と、認識力を向上させるために費やした財や時間の

指標である。もうひとつは、 Home-Eで家庭にお

ける感情面のサポートについての指標である。どち

らも指標の値が高ければ、子どもの成果によりプラ

スに働く環境を意味する。

子どもの認識力の変数には、読解力と数学のそれ

ぞれの到達度の指標である Peabody Individual 

Achievementの標準化されたスコアを用いる。

子どもの素行の変数には、 NLSY-Cの28項目の

者それぞれについて、子どもの成育方程式を推定し、 子どもの問題行動についての母親の回答をベースと

逆ミルズ、比を用いて、サンプル・セレクション・バ

イアスの検定を行なう。

実際に、ここでの手順を紹介すると、第 1段階で

は、両親が所有を選択した場合を O=lとする所有

選択方程式を推定する。

oiT二 rwY1T十α01十εOiT (7) 

(7）式では、 Yは持家居住に関連する説明変数ベ

クトルを表し、資産、所得等、 Zにも含まれる説明

と、持家居住の場合のみ含まれる説明変数である相

対価格から構成される。住宅価格の変動は、所有す

る住宅の質、住宅ローン金利、期待される住宅価格

インフレ率、税率などを一定とすれば、空間的・時

間的な変化に依存する。第 2段階で、（7）式によって

作成した操作変数を用いて（5）式、（6）式を推定する。

また、トービットアプローチにより持家居住期間

を持家居住変数するモデルの分析も行なう。

2データセッ卜

両親のデータには、 NationalLongitudinal Sur-

vey of Youth (NLSY79）、子どものデータには、

NLSY Child data (NLSY-C）を用いる。両親のデ

ータは、 1979年に始まり 1994年まで毎年集められて

したデータ (BPI;Behavior Problems Index）を

用いる。この変数の数字が大きいと、問題行動が多

いということになる。

説明変数である持家居住については、子どもを持

つ世帯の持家居住状況が1979年から毎年利用可能で、

あり、また、一時点の居住状況だけでなく、所有期

間についても利用が可能である。

このほかに、説明変数である持家居住の効果を抽

出するために、さまざまな制御変数を用いている。

代表的なものをあげると、子どもの性別、誕生時の

体重、健康問題のほか、両親の年齢、母親の人種、

教育、精神状況、家族数、婚姻の安定性、近隣の特

性の変数などが含まれる。

3推定結果

まず、最尤法を使い、両親の1988～94年の賃金方

程式を推定した。標本平均における母親の推定賃金

は8.23ドル、父親のそれは、 12.78ドルであった。

次に、持家居住の決定を行なう（7）式のモデルにつ

いて推定を行う。デモグラフィック変数には、両親

の年齢、人種／民族、子どもの数、子どもの年齢、

人口密度、大都市圏居住などの変数が含まれる。経
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表1一説明変数に持家居住を用いたモデルの推定結果

HOME-C HOME-E 数学到達度 読解力到達度 素 fi 

変数 係数 t値 係数 t値 係数 t値 係数 t債 係数 t値

持家居住 10.67 4.7 5.89 2.5 3.44 1. 7 3.15 1.7 -1 69 0.8 

HOME C 0.06 4.4 0.04 3.4 -0.03 2.2 
HOME E 0.03 2.5 0.04 2.9 0.04 3.4 

出所） Haurin, Parcel and Haurin (2002）より作成。
注） HOME-Cは、建物等の物質的な質の改善と、認識力を高める活動に費やした財や時間の変数。

HOME-Eは、家庭での感情面のサポートについての変数。
実際の推定モデルでは、これらの説明変数のほかに多くの制御変数を使用しているが、誌面の都合上割愛している。
持家居住変数は、持家志向方程式による操作変数を用いている。

表2 説明変数に持家居住期間を用いたモデルの推定結果

HOME-C HOME E 

変数 係数 t値 係数 t値

持家居住期間 1.40 4.6 0.83 2.6 
HOME-C 

HOME-E 

表1に同じ。

済的な説明変数には、両親の賃金、資産、住宅価格

指数、住宅ローン金利、頭金制約に関する指標が含

まれる。推定結果の詳細についてはここでは割愛す

るが、符号条件はすべての変数について期待どおり

の結果となった。とくに、住宅価格指数と頭金制約

に関する指標は、有意に負の推定値が得られた。

次に、セレクション・バイアス検定を行なってい

る。（7）式の推定結果より、持家居住者と借家居住者

それぞれについて、 3つの子どもの成育指標ごと、

計 6本の推定モデルについて逆ミルズ比を計算した。

その結果、 5%水準で借家居住者の 3つの方程式と

ひとつの持家居住者の方程式でバイアスが確認され

た。このバイアスの存在は、持家居住の住環境や子

どもの成育に与える影響を過小評価することになる

ため、トリートメント・エフェクト・モデルを採用

し修正を加える。（4）式の持家居住の住環境への影響

についての推定結果は、表 1に示す。第 1列は、

HOME-Cについての推定結果を報告している。持

家居住は、 HOME-Cの値（平均47）を10.7ポイン

ト上昇させる。これは、多く制御変数の存在にもか

かわらず、持家居住者の HOME-Cは借家居住者に

比べ23%も高いことを示している。

また、世帯に特有の性質の誤差についての自己相

数学到達度 読解力到達度 素 行

係数 t値 係数 t値 係数 t値

0.49 1.8 0.65 2.6 -0.39 1.4 

0.06 4.4 0.04 3.4 0.03 2.1 

0.03 2.5 0.03 2.9 0.04 3.4 

仮定は、棄却されている。

2列目は、 HOME-Eに対する説明変数の影響を

示している。持家居住は、 HOME-E（平均47）を

5.9ポイント押し上げる。他の条件を一定としたと

き、持家居住により HOME-Eは13%も上昇する。

結論として、持家居住は、 HOME-CとHOME-

Eに大きな影響を及ぼすことが判明した。

子どもの成育の推定（（5）式、（6）式）に際しては、

サンプノレ・セレクション・バイアスを回避するため、

テニュア・チョイスと居住期間の決定モデルから導

かれた操作変数を用い、変量効果モデルにより推定

している。表 1の第3列は子どもの数学の到達度を

従属変数として用いた推定結果である。この結果よ

り、持家居住は数学の到達度を3.4ポイント、 7%

上昇させる。さらに、持家居住は HOMECを10.7

ポイント、 HOME-Eを5.9%上昇させるので、間

接的な持家居住の数学の到達度への影響は、 0.8ポ

イントになる。したがって、他の変数を制御した上

でも、持家居住者は、借家居住者に比べ、数学の到

達度が全体で9%高い。

第 4列は読解力の到達度についての推定結果を示

している。持家居住は、 10%水準で有意かつ正であ

り、持家居住は読解力を直接的に3.2ポイント、間

関係数は0.42であり、自己相関の存在が確認された。 接的に0.7ポイント上昇させ、借家居住者に比べ、

この後、すべてのモデルで、世帯特性や子どもの特 全体でおよそ 7%スコアを上昇させる。

性についての誤差が時間を通じて独立であるという 最後の列は子どもの素行についての結果である。
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借家居住者に比べると、持家居住者は子どもの問題 環境への投資を通して、子どもの成育の質にプラス

行動（平均2.6%）を1.7ポイント減少させる。 HOME に働くことを示している。すなわち、これまでの主

Cや HOME-Eを通した間接的な効果は0.9ポイン として一次取得世帯を対象とした住宅政策だけでな

トであり、全体で 3%の問題行動の減少をもたらす く、子どものいる借家居住者を支援する政策も有用

が、統計的には有意でないことに注意すべきである。 であることが示された。子どものいる世帯の持家へ

居住期間を被説明変数とした推定結果を表2に示 の移行が進めば、子どもたちは、長期にわたり安定

している。テニュア・チョイスと同様、ここでも持

家居住が子どもの認識力を向上させ、問題行動を減

少させるというこれまでの仮説を支持する結果とな

った。その効果には、直接的なものと HOME-Cや

HOME-Eの改善を通して波及する間接的なものが

存在する。

また、ここでは詳細を示していないが、子どもの

成育へ重要な影響を与えた制御変数の推定結果につ

いてみてみると、男性で黒人の子どもは、女性で白

人の子どもより数学と読解カの成績が悪く、問題行

動が多いことが示された。母親の年齢が高く、両親

の教育水準の高い子どもは、数学、読解力とも成績

が良い。賃金や資産、非労働所得については、子ど

もの成育との相聞は確認されなかった。また、離婚

や再婚については、子どもの認識力や素行について

負のショックを与えることが示された。

結論

ここでの結果は、持家居住が、財産や質の高い住

投稿論文募集

した質のよい住環境で過ごすことが可能になる。

さらに、住宅政策だけでなく、教育政策の面から

も、持家率の上昇による住環境の改善が教育の達成

度を高める、という結果は意味のあるものであろう。
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センターだより

⑨近刊のご案内

『居住者組織による住環境の管理

ールや慣習は、都市化の進展、コ

ミュニティの衰退などに伴い、機

古gしなくなっている。

章でわが国の住宅市街地を取り巻

く状況と問題意識を提示し、第2

章で住環境管理の先進的事例とし

手法に関する基礎的研究』 一方で、 NPOなどによる草の て圏内10事例、海外2事例を紹介

定価2,300円（税込み） 根的なまちづくり活動が近年活発 している。とくに「祇園町南側」

わが国の都市景観や街並みは美 化しつつあり、まちづくり協議会 や「中間法人汐留シオサイト」は

しさに欠けるとの指摘を受けるこ などの地域の住民や居住者を主体 ほかではあまり紹介されていない

とが多い。密集住宅市街地はもと とした組織が計画や事業へ参画す が示唆に富む事例である。第3章

より計画的に良好な住環境が創出 ることも見られるようになってき では既存の制度の比較としてわが

された住宅地においても、長い年 た。今後の住環境の持続的な維 国のまちづくり制度と海外の

月の聞に相続などを契機とした敷 持・向上を図るためには、居住者 HOA、BIDを論じ、また法人制

地の細分化や個性のみを主張する 自身がまちづくりに対する認識を 度・意思決定の要件などの比較検

建築に溢れ、徐々に街並みは崩れ

る｛頃向にある。

まちづくりはしばしば「総論賛

成、各論反対jの壁に阻まれる。

高め、地域コミュニティがその機

能を取り戻し、「住民自治jとい

う考え方に基づき、主体的かつ組

織的に住環境のマネジメントに関

土地基本法は「土地利用について 与していくことが重要である。本

は公共の福祉を優先させるJと高 調査はこうした視点のもと、わが

らかに謡っているものの、わが国 国や諸外国の事例をふまえつつ、

においては依然として私権（土地 居住者組織による住環境の管理手

の財産権）が強く認められている。法に関する制度的な枠組みについ

また、かつて近隣コミュニティの て検討を行なったものである。

規範として存在していた暗黙のル 本報告書は 5章からなり、第 1

編集後記

直っている。裁判になれば、時間も

費用もかかるし、そもそも普通の人

聞にとって裁判など厄介だし、気が

討も行なった。第 4章では本調査

の主眼である「住民自治」を基礎

とした住環境マネジメントのあり

かたを提言し、第5章では具体的

な制度提案として管理規約と所有

権双方からのアプローチを試みて

いる。

なお、巻末に資料として、ヒア

リング調査の要旨、ラドパーン

「制限の宣言」の原文、レッチワ

ースの収支報告等を付した。

編集委員

委員長一一瀬古美喜

委員 浅見泰司

中神康博

八回達夫

ある親しい友人から聞いた話。彼

は東京に住んでいるが、数年前に両

親が他界して、田舎の家を相続した。

すぐには使うあてもないので、その

家を 1年間だけという口約束で知人

に貸したところ、その後3年間も居

座られてしまった。ようやく今回、

重い。甘い気持ちで貸してしまった 季刊住宅土地経済

1年間の定期借家契約を結ぶことが

できたが、相手はなんだかんだとい

って出ていく気配をみせず、さらに

住み続けるといっているという。負

けることは承知のうえで、立ち退き

裁判でもなんでもおこしてみろと居

42 季刊住宅土地経済 2004年秋季号

自分が情けない、と彼は嘆いていた。 2004年秋季号（通巻第54号）

激石がいうように、「普通の人Jが、

突然悪人に変身するのだから始末が

悪い。彼はいわば、本誌No.51 (2004 

年冬季号）の座談会で話題に出た

「家だらり家族」ということになる

が、「空き家」管理の問題は、すで

に個人のレベルでさまざまな悲喜劇

を引き起こしはじめている。 (h) 
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